
宗
派
間
関
係
と
寛
容
の
機
能

一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
信
仰
実
践
を
巡
る
闘
争安

平

弦

司

【
要
約
】
　
従
来
の
研
究
は
、
内
実
を
明
確
化
せ
ず
に
「
寛
容
」
の
語
を
濫
用
し
つ
つ
、
「
ど
れ
ほ
ど
寛
容
／
不
寛
容
か
」
と
い
う
「
程
度
」
の
尺
度
か
ら

宗
教
的
寛
容
を
捉
え
て
き
た
。
本
稿
は
、
「
寛
容
」
の
語
に
厳
密
な
定
義
を
与
え
つ
つ
、
～
六
七
〇
年
代
の
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
、
中
で
も
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に

お
け
る
、
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
間
開
係
と
、
そ
の
関
係
性
を
規
定
し
た
寛
容
の
「
機
能
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
分
析
の
結

果
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
約
一
年
半
の
占
領
を
経
験
し
た
一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
、
多
様
な
種
類
の
寛
容
が
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗

派
問
関
係
を
そ
の
都
度
規
定
し
直
し
、
当
地
の
社
会
に
お
け
る
公
的
領
域
の
編
成
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
～
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト

に
は
、
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
や
そ
れ
に
基
づ
く
宗
派
間
関
係
の
敵
対
性
を
消
去
す
る
こ
と
な
く
、
信
仰
実
践
を
巡
っ

て
闘
争
と
交
渉
を
続
け
な
が
ら
何
と
か
共
存
を
実
現
し
て
い
た
、
宗
教
的
か
つ
多
元
的
な
社
会
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
第
九
八
巻
一
一
号
　
一
一
〇
〔
五
年
三
月

宗派問関係と覧容の機能（安平）

は
　
じ
　
め
　
に

近
代
的
枠
組
み
が
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
多
元
性
が
露
わ
に
な
っ
た
現
代
世
界
に
お
い
て
、
異
質
な
他
者
に
対
処
す
る
際
の
美
徳
・

実
践
と
し
て
、
寛
容
は
益
々
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
歴
史
学
、
中
で
も
寛
容
の
起
源
の
一
つ
を
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
的
寛
容
に
見
る
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

洋
史
学
に
お
い
て
も
、
そ
の
研
究
蓄
積
は
年
々
厚
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
雷
え
よ
う
。
し
か
し
、
寛
容
は
そ
の
付
与
者
と
被
付
与
者
の
非
対
称
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②

的
な
権
力
関
係
を
再
生
産
す
る
も
の
と
も
な
り
得
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
従
来
の
寛
容
の
歴
史
研
究
は
こ
う
し
た
指
摘
を
無
視
し
、
内
実
を
明

確
化
せ
ず
に
「
寛
容
」
の
語
を
濫
用
し
つ
つ
、
「
寛
容
か
不
寛
容
か
」
と
い
う
二
元
論
に
基
い
て
、
「
ど
れ
ほ
ど
寛
容
／
不
寛
容
か
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
程
度
」
を
分
析
の
尺
度
に
し
て
き
た
。
特
に
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
論
や
H
・
シ
リ
ン
グ
の
宗
派
化
論
と
い
っ
た
近
世
を
扱
う
一
連

の
大
き
な
物
語
は
、
一
七
世
紀
半
ば
を
転
機
と
し
た
寛
容
・
世
俗
化
の
「
程
度
」
の
増
大
を
論
じ
、
野
蛮
な
宗
教
戦
争
の
時
代
か
ら
理
性
的
な

啓
蒙
の
時
代
へ
と
至
る
目
的
論
・
近
代
化
論
を
描
い
た
。
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
（
以
下
、
共
和
国
）
は
当
時
か
ら
、

他
国
・
他
地
域
よ
り
も
そ
の
「
程
度
」
に
お
い
て
勝
る
「
寛
容
の
楽
園
」
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
寛
容
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
衿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

持
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
学
界
で
は
近
年
、
国
内
で
高
揚
し
て
い
る
ム
ス
リ
ム
排
斥
を
求
め
る
排
外
主
義
を
受
け
、
寛
容

の
役
割
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
寛
容
と
国
民
性
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
素
朴
な
本
質
主
義
へ
回
帰
す
る
研
究

　
　
　
　
⑦

も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
は
「
寛
容
」
の
語
を
無
批
判
に
掲
げ
な
が
ら
、
「
程
度
」
の
尺
度
に
基
づ
く
目
的
論
と
本
質
主
義
で
も
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

西
洋
近
代
や
国
艮
国
家
を
正
当
化
し
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
「
寛
容
」
の
語
に
厳
密
な
定
義
を
与
え
つ

つ
、
そ
の
「
程
度
」
で
は
な
く
「
機
能
」
に
着
臼
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
印
象
論
的
な
研
究
を
刷
新
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
本
稿
が
定
義
す
る

と
こ
ろ
の
寛
容
の
「
機
能
」
と
は
、
増
減
す
る
「
程
度
」
で
は
な
く
、
特
定
の
政
治
的
・
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
寛
容
が
付
与
者
と
被
付
与
者

の
関
係
性
に
与
え
た
影
響
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
約
一
年
半
の
占
領
を
経
験
し
た
＝
ハ
七
〇
年
代
の
共
和
国
、

　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
で
も
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
（
以
下
、
両
派
）
の
関
係
性
及
び
、
そ
れ
を
規
定
し
た
、
政
治
的
次
元
に
お
い
て
実
践

形
態
を
と
る
寛
容
の
「
機
能
」
が
本
稿
の
研
究
対
象
で
あ
る
。
そ
の
際
、
分
析
す
る
寛
容
付
与
者
は
フ
ラ
ン
ス
占
領
軍
及
び
改
革
派
為
政
者
、

寛
容
被
付
与
者
は
主
に
集
団
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
す
る
。

　
以
下
、
ま
ず
第
一
章
で
よ
り
個
別
的
な
先
行
研
究
を
概
観
し
て
、
先
に
挙
げ
た
具
体
的
研
究
対
象
を
扱
う
こ
と
の
意
義
と
本
稿
の
課
題
を
明

確
化
し
た
後
、
第
二
章
で
予
備
的
考
察
を
行
う
。
続
い
て
本
論
に
入
り
、
第
三
章
で
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
、
第
四
章
で
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
、
そ
れ
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宗派問関係と寛容の機能（安平）

そ
れ
の
時
期
に
お
け
る
両
派
の
関
係
性
と
寛
容
の
機
能
を
分
析
す
る
。

題
と
展
望
を
提
示
す
る
。

　
①
近
年
の
日
本
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
寛
容
研
究
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

　
　
紀
平
英
作
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
人
文
学
　
対
話
と
寛
容
の
知
を
求
め
て

　
　
　
（
上
）
連
鎖
す
る
地
域
と
文
化
㎞
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
。
同
編

　
　
　
『
同
　
　
（
下
）
共
生
へ
の
問
い
㎞
同
、
二
〇
〇
七
年
。
甚
野
尚
志
／
踊
共
二
『
中

　
　
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
と
政
治
　
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
統
一
性
と
多
元
性
』
ミ

　
　
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
。
深
沢
克
己
編
噸
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
宗
教
の
関
係
史

　
　
論
　
他
者
の
受
容
、
他
者
の
排
除
㎞
勉
誠
患
版
、
二
〇
一
〇
年
。
深
沢
克
己
／
高

　
　
山
博
編
『
信
仰
と
他
者
　
寛
容
と
不
寛
容
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
社
会
史
』
東
京
大

　
　
学
出
版
会
、
工
○
〇
六
年
。
森
原
隆
編
『
ヨ
…
ロ
ッ
パ
・
「
共
生
」
の
政
治
文
化

　
　
史
臨
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
。
ま
た
、
現
代
に
お
い
て
寛
容
は
、
人
種
・
民
族
・

　
　
性
的
趣
向
等
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
も
語
ら
れ
る
が
、
本
稿
が

　
　
対
象
と
す
る
近
世
に
お
け
る
寛
容
の
対
象
は
、
専
ら
信
仰
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ

　
　
ィ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
以
下
本
稿
で
は
、
寛
容
と
い
う
語
を
宗
教
的
寛
容
の
意

　
　
味
で
の
み
用
い
る
。

　
②
筆
者
は
、
寛
容
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
西
洋
近
代
あ
る
い
は
近
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ

　
　
ム
を
批
判
す
る
、
以
下
の
哲
学
者
の
議
論
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
R
・
P
・
ウ
オ

　
　
ル
フ
／
B
・
ム
ー
ア
・
ジ
ュ
ニ
ア
／
H
・
マ
ル
タ
ー
ゼ
（
大
沢
真
一
郎
訳
〉
噸
純

　
　
粋
寛
容
批
判
㎞
せ
り
か
書
房
、
一
九
六
九
年
。
W
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
向
山
恭
一
訳
）

　
　
　
『
寛
容
の
帝
国
　
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
臨
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。

　
　
S
・
メ
ン
ダ
ス
（
谷
本
光
男
／
北
尾
宏
之
／
平
石
隆
敏
訳
）
『
寛
容
と
自
由
主
義

　
　
の
隈
界
輪
ナ
カ
ニ
シ
や
出
版
、
～
九
九
七
年
。

　
③
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資

　
　
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
。

　
④
ω
。
三
匹
質
堕
団
‘
．
O
o
幕
ω
ω
δ
部
巴
国
昌
8
①
．
噛
ぎ
日
．
〉
．
じ
u
轟
畠
冒
簿
鋤
P
（
Φ
山
ω
・
）
．

そ
し
て
最
後
に
「
お
わ
り
に
」
で
本
稿
の
総
括
を
行
い
、
残
さ
れ
た
課

　
ミ
謡
§
o
寒
9
肉
ミ
無
燈
§
奪
剖
。
§
凝
◎
や
N
軌
0
9
卜
織
慰
ミ
織
ミ
驚
』
鷺
勲

　
謁
§
ミ
鴇
§
舞
§
ミ
沁
§
臓
ミ
ミ
§
斜
r
の
蕉
Φ
戸
お
O
㎝
マ
宗
派
化
論
の
近
年
の
展
開

　
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
踊
共
闘
「
宗
派
化
論
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
の

　
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
」
讐
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
臨
四
二
（
三
・
四
）
、
二
〇
二

　
年
。

⑤
9
ω
三
外
出
。
幹
記
録
（
Φ
α
■
）
、
肉
§
象
ミ
詰
§
、
壁
ミ
職
ミ
ミ
織
§
S
鮎
ミ

　
き
嫡
ぎ
お
§
ミ
鳥
ミ
ミ
用
脚
M
嚇
さ
魯
ミ
§
職
魁
§
§
ミ
無
㌧
§
§
帖
§
ミ
馬
ミ

　
、
ミ
職
§
旧
匹
夙
く
Φ
房
口
吟
噛
一
〇
〇
。
ρ
罎
岩
一
p
ρ
戸
し
u
．
一
．
．
U
葺
。
ロ
．
幻
①
嵩
讐
。
亘
。
。
↓
o
一
興
磐
。
①
”

　
O
Φ
δ
σ
類
鳳
。
口
曽
巳
閃
Φ
〈
或
。
ロ
．
（
以
下
、
、
O
巴
①
σ
磨
け
δ
p
雪
α
殉
①
≦
。
・
帥
。
昌
．
）
■
ヨ
カ
．
勺
．

　
6
閏
。
・
猷
簿
曽
　
ス
巴
ψ
）
’
G
織
、
蕊
ミ
動
ミ
§
ミ
肉
戴
喧
ミ
窮
↓
o
隷
ミ
職
9
～
斗
き
恥

　
b
ミ
S
O
o
ミ
§
山
事
（
以
下
、
G
ミ
ミ
ミ
恥
ミ
ミ
ミ
沁
直
様
ご
軸
側
↓
o
隷
ミ
職
。
邑
、

　
O
餌
ヨ
蔑
己
ぴ
q
①
b
O
O
b
。
’
し
か
し
日
本
の
学
界
に
お
い
て
、
寛
容
研
究
全
体
に
と
っ
て

　
重
要
な
共
和
国
に
お
け
る
寛
容
は
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
日
本
語
で
発
表
さ
れ
た
論
考
と
し
て
は
桜
田
美
津
夫
に
よ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
桜
田
美
津
夫
「
オ
ラ
ン
ダ
の
建
国
と
宗
教
的
寛
容
」
『
歴
史
学
研
究
』
八
○
八
、

　
工
O
O
五
年
。

⑥
久
保
幸
恵
「
オ
ラ
ン
ダ
は
「
寛
容
」
な
国
か
？
ー
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ

　
る
ム
ス
リ
ム
た
ち
」
『
日
蘭
学
会
会
誌
幽
三
四
（
一
）
、
二
〇
～
○
年
。
水
島
治
郎

　
四
反
転
す
る
福
祉
国
家
　
オ
ラ
ン
ダ
モ
デ
ル
の
光
と
影
睡
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二

　
年
。

⑦
本
質
主
義
に
圃
帰
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
W
・
フ
レ
イ
ホ
フ
を
挙
げ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
フ
レ
イ
ホ
フ
は
近
年
、
共
和
国
に
お
い
て
宗
派
共
存
を
成
り
立
た
せ

　
て
い
た
要
因
と
し
て
、
「
オ
ラ
ン
ダ
史
の
人
文
主
義
的
で
エ
ラ
ス
ム
ス
的
で
穏
健

　
な
伝
統
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
写
警
。
捺
芝
．
・
、
綴
。
毛
コ
俗
唱
毛
巽
①
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窪
Φ
勾
Φ
寓
α
q
陣
。
霧
≦
o
工
α
ω
冒
国
餌
エ
写
鼠
。
α
Φ
3
国
葺
8
鳴
O
「
一
瓶
。
背
甲
Φ
ゆ
Φ
o
賦
。
ロ
。
ワ

　
蹄
。
導
窪
Φ
窯
Φ
簿
①
鵬
磐
巳
。
国
×
O
霞
一
①
口
。
Φ
、
（
以
下
、
．
寓
。
≦
コ
霞
鉱
、
〉
」
郎
○
ψ

　
U
誹
8
Φ
け
緯
（
Φ
島
ω
．
）
噂
自
ミ
㌔
お
§
ミ
沁
災
喧
ミ
へ
し
・
窺
器
諺
暁
◎
ミ
両
ミ
？
§
§
ミ

　
肉
ミ
愚
魯
≧
α
興
ω
ロ
9
8
0
Φ
、
O
．
蒔
卵

⑧
無
論
、
全
て
の
研
究
者
が
目
的
論
と
本
質
主
義
に
陥
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
か
つ
て
E
・
H
・
コ
ス
マ
ン
は
、
「
寛
容
は
不
寛
容
の
反
対
で
は
な
く
、

　
不
寛
容
の
偽
造
で
あ
る
」
と
し
て
「
寛
容
か
不
寛
容
か
」
と
い
う
工
元
論
を
拒
絶

　
し
つ
つ
、
寛
容
を
程
度
で
測
る
こ
と
に
疑
問
符
を
付
け
た
。
囚
。
ω
ω
筥
壁
戸
国
．
霞
‘

　
、
o
ミ
紺
ぎ
ミ
鴨
ミ
器
§
鷺
始
q
ミ
ミ
§
鈴
〉
日
馨
興
9
ヨ
噂
一
〇
。
。
メ
U
P
含
－
切
○
。
．
寛
容
研

　
究
の
見
直
し
は
、
近
年
B
・
J
・
カ
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
る
。
カ
プ

　
ラ
ン
は
、
～
六
世
紀
以
来
現
代
に
至
る
ま
で
の
間
に
本
質
化
さ
れ
神
話
化
さ
れ
て

　
き
た
、
「
寛
容
の
興
隆
の
物
語
」
を
批
判
し
な
が
ら
、
西
洋
近
代
の
価
値
観
を
相

　
対
化
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
囚
山
偏
磐
■
．
O
①
δ
σ
話
叶
δ
口
き
α
カ
①
鼠
ω
ざ
嶺
．
一

　
冠
㊦
ヨ
‘
b
ご
ミ
ミ
⑤
壽
篤
ミ
㌔
沁
Q
、
蒔
§
誘
O
ミ
ミ
暁
無
§
ミ
き
範
㌔
ミ
9
暁
量
ミ

　
§
隷
ミ
翫
§
討
肉
ミ
貯
き
織
ミ
騙
【
・
両
ミ
魯
恥
（
以
下
、
b
ミ
職
ミ
曾
隷
帖
き
）
’

　
O
曽
ヨ
再
凱
晩
Φ
』
O
O
メ

⑨
以
下
、
「
州
」
や
「
市
」
と
い
っ
た
語
を
伴
わ
な
い
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
扁
と
い
う

　
語
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
を
一
括
し
て
指
す
場
合
に
用
い
る
。
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第
一
章
本
稿
の
課
題

第
一
節
理
論
的
側
面

　
ま
ず
は
、
理
論
的
側
面
か
ら
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。
筆
者
は
共
和
国
を
扱
う
近
年
の
研
究
に
お
い
て
「
寛
容
」
と
い
う
語
で
も
っ
て
分
析

さ
れ
て
き
た
現
象
を
そ
れ
ぞ
れ
、
内
容
・
次
元
・
形
態
・
付
与
者
・
被
付
与
者
に
分
け
、
研
究
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
尺
度
を
明
ら
か
に
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

表
①
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
先
行
研
究
を
分
析
し
た
結
果
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
現
象
の
形
態
が
思
想
か
ら
実
践
へ
推

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

移
し
、
分
析
の
尺
度
と
し
て
「
程
度
扁
で
は
な
く
「
機
能
」
に
着
目
す
る
研
究
が
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
中
で
も
、
社
会

的
次
元
の
実
践
形
態
を
扱
い
機
能
に
着
目
す
る
研
究
は
、
時
に
政
治
的
変
動
を
軽
視
し
た
静
態
的
叙
述
に
陥
り
、
黙
認
に
代
表
さ
れ
る
寛
容
の

受
動
的
側
面
を
強
調
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
他
方
、
政
治
的
次
元
の
実
践
形
態
を
扱
い
機
能
に
着
目
す
る
研
究
は
、
限
定
的
認
可
に
代
表
さ
れ

る
寛
容
の
能
動
的
側
面
と
政
治
的
変
動
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
こ
の
点
を
補
完
可
能
だ
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
研
究
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
も
、
寛
容
被
付
与
者
が
単
な
る
受
動
的
な
受
益
者
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
は
い
ま
だ
根
強
い
。
以
上
を
踏
ま
え
本
稿
は
、
寛
容
被
付
与
者
の
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表①

貌　象 研　究

内　容 次　元 形　態 付与者 被付与者 研究の尺度

良心の自由 個々人 個々人

公私分離 才斤　　巌・
香@　　ツー

思想（言説） 為政者 社　会 程　度

個々人 偲々人
市民的調和

書説（思想）／実践

限定的認可 政　治 為政者 集　団

程度／機能
実　践

黙　認

個々入 個々人
隣人間連帯

社　会

振
る
舞
い
に
注
目
し
な
が
ら
、
政
治
的
次
元
に
お
い
て
実
践
形
態
を
と
る
寛
容
の
機
能

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
ま
た
現
在
で
は
、
公
私
区
分
の
重
要
性
は
、
B
・
J
・
カ
プ
ラ
ン
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
公
私
の
境
界
線
の
曖
昧
さ
が

構
造
的
に
残
存
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
段
階
的
に
明
確
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
～
つ
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
、
前
者
の
立
場
に
立
つ
カ
プ

ラ
ン
と
共
に
、
公
私
区
分
に
関
す
る
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
共

和
国
で
は
家
の
内
外
を
境
と
し
て
公
私
の
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
た
、
と
。
カ
プ
ラ
ン

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
近
現
代
的
な
法
的
境
界
線
で
は
な
く
、
近
世
的
な
文
化
的
境
界
線

で
あ
り
、
流
動
的
な
そ
れ
を
巡
っ
て
人
々
は
交
渉
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
こ
の
公
私
区

分
に
お
い
て
は
「
見
た
目
」
が
重
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
物
が
非
公
認
宗
派

の
信
仰
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
あ
る
建
造
物
が
非
公
認
宗
派
の
宗
教
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
る
こ
と
が
、
外
見
上
識
別
可
能
か
否
か
が
鍵
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
プ
ラ
ン
は

公
私
の
境
界
線
を
時
に
私
的
領
域
の
境
界
線
と
呼
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
秘
性
の
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

イ
ク
シ
ョ
ン
」
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
カ
プ
ラ
ン

は
も
う
一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
「
宗
教
的
統
～
性
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に

　
　
　
　
　
　
⑧

も
言
及
し
て
い
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
語
で
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
史
料
に
現

れ
る
同
時
代
人
が
、
私
秘
性
や
宗
教
的
統
一
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、

あ
た
か
も
そ
れ
ら
が
実
在
し
て
い
る
か
の
如
く
振
舞
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
、
と
い

5　（289）



う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ブ
イ
ク
シ
ョ
ン
は
同
じ
コ
イ
ン
の
表
裏
だ
と
言
え
る
が
、
本
稿
は
後
者
の
面
、
す
な
わ
ち
公
的
領
域
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
着
賦
す
る
。
ま
た
カ
プ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
寛
容
被
付
与
者
は
、
寛
容
付
与
者
に
よ
る
公
的
領
域
の
独
占
体
制
の
転
覆
を
諦
め
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

受
動
的
存
在
で
し
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
カ
プ
ラ
ン
が
焦
点
を
当
て
な
か
っ
た
公
的
領
域
で
の
寛
容
被
付
与
者
の
振
る
舞
い

に
焦
点
を
当
て
る
。

6　（290）

第
二
節
　
具
体
的
研
究
対
象

　
続
い
て
、
本
稿
が
扱
う
具
体
的
な
時
代
と
場
所
に
よ
り
近
い
対
象
に
関
す
る
先
行
研
究
を
分
析
す
る
。
共
和
国
に
お
け
る
寛
容
を
扱
う
研
究

は
、
一
六
世
紀
終
わ
り
の
ス
ペ
イ
ン
へ
の
反
乱
開
始
時
か
ら
、
一
七
世
紀
半
ば
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
お
け
る
正
式
独
立
に
至
る
時
期

を
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
研
究
は
、
共
和
国
が
フ
ラ
ン
ス
等
と
恒
常
的
に
戦
争
を
行
い
、
大
き
な
政
治
的
変
動
を
経
験
し
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

七
世
紀
後
半
に
関
し
て
、
多
く
を
語
ら
ぬ
ま
ま
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
程
度
に
お
い
て
よ
り
寛
容
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
。
中
で
も
、
共

和
国
が
積
極
的
に
戦
争
を
遂
行
し
た
一
六
七
二
年
以
降
の
「
対
仏
四
〇
年
戦
争
」
期
に
関
し
て
は
、
共
和
国
を
平
和
主
義
的
商
業
国
家
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

描
く
傾
向
に
あ
る
国
民
史
に
お
い
て
、
研
究
蓄
積
が
乏
し
い
。
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
一
つ
の
争
点
と
し
て
共
和
国
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

パ
各
地
で
政
治
と
社
会
が
動
揺
し
た
対
仏
塔
〇
年
戦
争
期
に
関
す
る
分
析
は
、
両
派
の
関
係
性
を
探
る
た
め
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
更
に
、

フ
ラ
ン
ス
軍
は
＝
ハ
七
二
年
六
月
か
ら
＝
ハ
七
三
年
一
一
月
に
か
け
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
占
領
し
た
が
、
｝
六
世
紀
末
以
来
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
両
派

の
激
し
い
抗
争
の
舞
台
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
占
領
を
通
じ
て
社
会
秩
序
が
動
揺
し
再
編
さ
れ
た
～
六
七
〇
年
代
の
ユ
ト
レ
ヒ

ト
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
平
時
に
お
い
て
は
見
え
づ
ら
い
両
派
の
関
係
性
や
、
そ
の
関
係
性
を
規
定
し
た
寛
容
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
繋
が
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
本
稿
が
着
目
す
る
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
史
研
究
者

L
・
J
・
ロ
ヒ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
「
オ
ラ
ン
ダ
人
」
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
護
持
し
よ
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う
と
し
て
お
り
、
「
祖
国
」
に
反
逆
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
ロ
ヒ
ー
ル
曰
く
、
彼
ら
は
侵
入
し
て
き
た
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
や

「
フ
ラ
ン
ス
的
」
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
最
終
的
に
は
拒
絶
し
た
、
と
い
う
。
彼
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
和
解
と
再
統
合
」

と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
国
民
史
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
は
障
害
で
し
が
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
何
の
意
味
も
持
た
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
⑬

断
罪
し
た
の
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
史
豊
浦
者
B
・
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
よ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ

は
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
宗
派
共
存
を
支
え
て
き
た
公
私
区
分
の
原
理
が
危
機
に
瀕
し
、
両
派
が
宗
派
主
義
を
先
鋭
化
さ

せ
た
こ
と
を
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
に
社
会
は
宗
派
的
に
分
極
化
し
、
人
々
が
信
仰
を
私
的
領
域
に
押
し
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

め
て
い
る
限
り
、
公
的
領
域
に
平
和
は
保
た
れ
た
と
い
う
。
こ
の
分
析
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
お
い
て
も
、
寛
容
被

付
与
者
カ
ト
リ
ッ
ク
は
受
益
者
と
し
て
受
動
的
に
描
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
分
析
は
占
領
期
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン

ス
撤
退
後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
、
中
で
も
公
的
領
域
の
再
編
過
程
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
の
整
理
を
受
け
て
、
こ
こ
で
本
稿
の
ス
タ
ン
ス
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
近
世
に
近
代
的
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
安
易
に
投

影
す
る
こ
と
な
く
、
一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
と
い
う
特
定
の
政
治
的
・
社
会
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
、
寛
容
被
付
与
者
カ
ト
リ
ッ
ク
の

公
的
領
域
に
お
け
る
振
る
舞
い
に
着
目
し
つ
つ
、
政
治
的
次
元
に
お
い
て
実
践
形
態
を
と
る
寛
容
の
機
能
を
分
析
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

国
民
史
へ
と
＝
兀
的
に
回
収
さ
れ
る
よ
う
な
叙
述
を
回
避
し
、
対
仏
四
〇
年
戦
争
期
と
い
う
中
期
的
文
脈
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
及
び
撤
退

後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
位
置
づ
け
、
信
仰
実
践
を
巡
る
両
派
の
闘
争
の
原
因
を
探
り
な
が
ら
、
両
派
の
関
係
性
や
公
的
領
域
の
変
遷
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
最
後
に
、
一
次
史
料
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
け
ば
、
本
稿
は
、
同
時
代
人
の
手
紙
や
報
告
書
、
同
時
代
人
の
日
記
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

後
世
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
の
布
告
集
を
用
い
る
。

①
共
和
圃
に
お
け
る
寛
容
を
扱
う
研
究
の
詳
細
な
学
界
動
向
分
析
に
つ
い
て
は
稿

　
を
改
め
た
い
。

②
例
え
ば
、
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
た
共
和
国
に
お
け
る
寛
容
に
関
す
る
論
集

。
ロ
Φ
芽
く
窪
甲
ω
8
＜
Φ
濠
。
置
O
．
簿
痒
（
①
山
。
り
．
）
’
冨
鴨
肉
ミ
下
垂
鳩
N
聴
駄
↓
o
隷
ミ
ミ
鴨
§

ミ
鴨
b
～
§
勘
謁
愚
国
ヘ
ミ
詩
（
以
下
、
ミ
ミ
肉
ミ
鳴
寒
鳩
N
融
駄
↓
o
隷
ミ
、
鴨
融
）
、
い
Φ
置
①
戸

一
8
刈
．
で
は
、
思
想
形
態
を
と
る
寛
容
が
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
二
〇
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〇
二
年
の
同
種
の
論
集
類
ω
冨
風
位
（
㊦
山
ω
．
）
’
G
織
N
ミ
ミ
恥
ミ
§
織
陶
ミ
蒔
㌧
ミ
へ
物

　
寄
隷
ミ
味
暁
§
で
主
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
実
践
形
態
を
と
る
寛
容
で
あ
る
。
他
に

　
も
、
実
践
形
態
を
と
る
寛
容
を
扱
っ
た
近
年
の
主
著
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
挙

　
げ
ら
れ
る
。
両
居
警
。
題
≦
．
・
肉
ミ
腎
ミ
凝
織
留
ミ
臓
§
ぼ
謡
肉
多
趣
防
。
隷
謁
戴
蒔
凡
。
～
畠

　
O
ミ
ミ
鳶
§
b
黛
鷺
蔚
ミ
物
ミ
塁
（
以
下
、
肉
ミ
ぎ
ミ
ミ
b
ロ
ミ
へ
）
’
霞
ぞ
①
諺
¢
多

　
b
⊃
O
O
b
O
一
囚
鋤
厳
器
旧
b
き
ミ
鳴
職
曾
隷
暁
琳
鳶
営
0
9
0
‘
象
N
ミ
ミ
¢
融
篇
M
ミ
9
導
。
勘
覇

　
昏
ミ
§
偽
ぎ
ミ
§
ミ
、
恥
O
o
ミ
§
』
鷺
㌔
超
越
蹴
携
§
ミ
ミ
。
ミ
耐
諺
（
以
下
、

　
ら
ミ
ミ
ミ
恥
冴
§
ミ
9
導
。
勘
ら
恥
）
’
〇
四
ヨ
再
5
ひ
翫
ρ
N
O
一
覧
勺
。
出
日
国
募
’
旨
沁
災
磯
ご
箇
へ
防

　
G
瀞
竃
ミ
§
、
ぎ
b
ミ
簿
肉
恥
昼
ミ
ミ
焼
目
↓
評
鳴
謁
魯
、
ミ
ミ
ご
謡
ミ
。
エ
ミ
。
ミ
N
δ

　
b
σ
ミ
ぎ
ミ
嵩
鳶
噺
軌
田
上
融
セ
（
以
下
、
台
屋
蟹
§
窃
O
ぎ
勘
馬
）
噂
諸
鋤
騨
9
＄
叶
g
H
8
㊤
…

　
ω
b
p
。
国
5
ω
’
｝
二
b
下
肥
塁
ミ
窮
職
ミ
さ
象
、
“
・
蹴
§
．
ミ
妹
豪
き
島
ミ
囎
ミ
嚇
爲
、
、
ミ
勘
賢
ミ
ミ

　
ミ
ミ
§
ミ
蓉
ミ
Q
§
恥
さ
ミ
｝
暁
遮
難
題
高
飛
薄
ミ
魅
§
§
N
§
軸
ミ
凡
§
魯
鴨
§
ミ
（
以

　
下
、
b
鴨
卜
塁
§
偽
魯
楠
さ
鳴
審
職
§
）
’
宙
ぞ
巽
ω
¢
鼓
動
O
一
P

③
程
度
と
機
能
と
い
う
語
を
対
比
さ
せ
る
用
語
法
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
筆
者
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
研
究
者
と
し
て
は
カ
プ
ラ
ン
と
」
・
ス
パ
ー

　
ン
ス
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
の
雁
語
法
に
従
え
ば
、
前
者
は
社
会
的
次

　
元
、
後
者
は
政
治
的
次
元
に
お
い
て
実
践
形
態
を
と
る
寛
容
の
機
能
の
分
析
を
積

　
み
重
ね
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
駁
温
湯
器
．
．
O
Φ
狂
鐸
巴
8
磐
α
閃
Φ
＜
巨
。
コ
．
、
や

　
ト
こ
蜜
ω
ロ
四
p
。
口
ω
．
｝
二
、
U
Φ
評
p
葺
9
置
犀
Φ
コ
ぎ
α
Φ
幻
①
℃
⊆
σ
嵩
巴
（
コ
鋤
匹
Φ
く
器
山
Φ
＜
四
訂

　
ζ
煽
口
ω
8
村
．
噛
b
帖
N
塁
§
欺
ミ
ミ
笥
禽
ミ
ミ
篇
ω
レ
㊤
り
N
O
や
b
の
㎝
も
Q
b
切
。
◎
h

④
研
究
者
ス
パ
ー
ン
ス
は
、
寛
容
の
受
動
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
研
究
に

　
お
い
て
主
た
る
分
析
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
宗
教
的
多
元
性
を
管
理
し
よ

　
う
と
す
る
能
動
的
政
策
に
も
着
目
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ス

　
パ
ー
ン
ス
の
研
究
に
お
い
て
も
、
寛
容
被
付
与
者
カ
ト
リ
ッ
ク
は
受
動
的
存
在
と

　
し
て
描
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ω
ロ
舘
5
ρ
旨
．
園
Φ
人
触
。
⊆
ω
℃
o
浮
δ
ω
冒
け
7
Φ

　
ω
Φ
く
Φ
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鴛
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①
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ω
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簿
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①
鳥
の
．
）
噂

　
9
ミ
M
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ミ
ミ
ミ
訪
職
喧
。
義
↓
ミ
鳴
ミ
欺
。
鐸
寛
容
被
付
与
者
カ
ト
リ
ッ
ク
の
能
動

　
性
に
着
馨
し
た
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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o
押

　
○
・
、
℃
蝉
旨
口
o
q
o
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①
ω
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Φ
ユ
監
ω
耳
9
Φ
σ
q
置
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o
囲
O
讐
7
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↓
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竃
麺
瓜
。
質
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O
o
冠
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冨

　
》
o
Q
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出
。
躍
鑑
瓦
、
（
以
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、
、
℃
p
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コ
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q
o
自
9
Φ
ω
7
Φ
罷
醗
）
L
訂
誠
ω
冨
曾
箪
（
①
画
ω
．
）
、

　
G
ミ
ミ
ミ
し
・
ミ
ミ
ミ
勘
鳴
勘
偽
ご
N
窃
§
、
ミ
ミ
㌧
ミ
N
・

⑤
前
者
の
立
場
に
立
つ
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
は
、
カ
プ
ラ
ン
の
他
に
、
フ
レ

　
イ
ホ
フ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
閃
盈
7
0
酔
薫
‘
、
O
景
Φ
霧
δ
霧
α
①
一
四
8
①
臨
。
。
－

　
3
5
0
①
o
o
巳
霧
ω
δ
白
p
亀
Φ
．
（
以
下
、
、
9
ヨ
Φ
口
ω
δ
コ
。
・
．
）
」
旨
じ
ウ
Φ
葺
く
Φ
蕊
－
o
り
8
＜
①
夢
。
詫

　
Φ
け
p
・
ド
（
①
血
ψ
）
．
§
鴨
肉
ミ
鴨
§
謡
ら
Q
黛
§
隷
ミ
ミ
黛
囚
帥
夏
碧
．
じ
d
q
．
．
．
顕
。
鉱
8
ω
o
h

　
℃
甑
く
自
。
o
誓
鵠
。
蕊
Φ
0
す
鋤
ゆ
①
δ
酷
5
α
葺
Φ
Q
り
O
凶
口
巴
＞
8
0
巳
ヨ
。
α
簿
δ
ロ
o
h
閑
Φ
＝
ぴ
Q
δ
⊆
ω

　
∪
δ
ω
o
艮
ぎ
両
母
ぞ
ζ
o
Q
①
ヨ
国
ξ
8
0
．
（
以
下
、
、
蛋
∩
什
δ
諺
。
眺
℃
鼠
く
鷲
く
．
）
■

　
冨
ミ
ミ
蹄
§
き
暫
。
ミ
ミ
沁
ミ
に
§
一
〇
メ
ト
。
O
O
P
そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
立
場
に
立

　
つ
研
究
者
と
し
て
は
、
三
空
間
論
を
展
開
し
た
C
・
コ
ー
イ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
囚
o
o
押
6
ミ
ミ
ミ
霧
ミ
ミ
Ω
飼
ミ
。
欺
舞
コ
ー
イ
の
三
空
間
論
の
概
要
及
び
そ

　
れ
へ
の
筆
者
の
批
判
、
そ
し
て
コ
ー
イ
と
フ
レ
イ
ホ
フ
の
議
論
の
比
較
に
関
し
て

　
は
拙
芸
評
を
参
照
。
拙
稿
「
書
評
O
ぴ
置
ω
瓜
コ
Φ
閑
O
O
圃
’
6
ミ
ミ
N
蹄
融
§
ミ

　
9
導
。
ミ
恥
魁
ミ
§
頓
專
窺
§
職
げ
O
o
ミ
§
ム
鷺
㌧
韓
、
ミ
凡
8
ミ
N
職
ミ
。
膏
討
湯
扁
、

　
噸
史
林
㎞
九
六
（
二
）
、
二
〇
＝
二
年
。

⑥
紫
雪
田
p
し
d
9
■
9
ミ
ミ
⇔
二
物
§
職
緊
簿
ミ
ミ
勲
O
ミ
幕
電
鴇
§
恥
§
職

　
○
ミ
ミ
ミ
ヘ
ミ
電
謎
q
融
題
ミ
N
軌
N
c
。
I
N
爲
O
（
以
下
、
G
ミ
ミ
ミ
肋
房
ミ
ミ

　
心
隷
ミ
質
物
）
．
○
×
8
a
レ
8
し
η
、
箸
．
卜
。
刈
O
山
彦
一
置
Φ
ヨ
■
、
．
霊
。
鉱
8
。
。
o
h
℃
工
く
9
畠
．
¶

　
b
や
H
O
ω
ρ
δ
澄
山
設
Q
。
’
継
切
①
斡
δ
①
ピ
そ
れ
故
、
本
稿
に
お
け
る
公
私
の
領
域
は

　
身
体
性
と
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
身
体
性
を
欠
い
た
言
説
空
間
は
考
察
の

　
対
象
外
で
あ
る
が
、
言
説
空
間
と
身
体
的
空
間
に
お
け
る
宗
派
問
関
係
の
顕
現
の

　
仕
方
は
異
な
っ
て
い
た
。
コ
…
イ
、
J
・
ポ
ル
マ
ン
、
ス
パ
ー
ン
ス
ら
に
よ
れ
ば
、

　
言
説
空
間
や
個
人
の
内
面
に
お
け
る
宗
派
的
敵
対
心
と
、
身
体
的
空
間
に
お
け
る

　
宗
派
共
存
は
共
時
的
に
両
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
丙
o
o
押
Ω
ミ
ミ
ミ
駐
§
翫

　
O
ミ
隷
ミ
詩
勲
℃
o
肖
鍵
鋤
謎
謎
葡
笥
ミ
短
ミ
嵩
O
詮
。
蹄
黛
ω
噛
Q
①
コ
ω
．
b
斎
い
塁
ミ
跳
栽
ミ
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宗派問関係と寛容の機能（安平）

　
さ
恥
審
職
ミ
軸
．
O
℃
．
窃
1
ω
鼻
．

⑦
円
畳
鋤
鐸
、
霊
象
。
口
ω
。
h
甲
ぞ
p
・
2
．
も
。
」
8
N
さ
①
ピ

⑧
冠
①
芦
9
ミ
ミ
穿
ミ
ミ
ト
§
ミ
謹
い
も
■
卜
。
謂
H
留
ヨ
．
、
．
霊
9
。
湧
。
出
田
く
自
。
2
．
．

　
P
δ
A
。
。
．

⑨
H
⊆
α
．
も
p
H
O
ω
①
」
8
轡

⑳
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
共
和
国
に
お
け
る
両
派
の
宗
派
間
関
係
を
過
度
に
単
純

　
化
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
コ
ー
イ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
囚
0
9

　
0
黛
馬
ミ
こ
蹄
融
§
円
田
O
織
ミ
O
、
凡
ら
晦
．

⑪
O
壼
①
繊
鼻
U
‘
．
、
↓
匿
閣
ヨ
げ
三
韓
。
。
弩
㊦
曇
。
h
勺
。
≦
興
．
日
量
田
ω
樽
9
0
韓
磐
ξ

　
o
h
9
ω
U
葺
。
ロ
痴
Φ
霊
σ
琴
ぎ
閣
g
冠
8
①
雪
O
o
簿
Φ
×
江
口
δ
。
。
c
。
．
、
『
○
身
ω
。
。
窪
ω
n
東

　
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
紀
要
』
別
冊
一
、
二
〇
〇

　
九
年
、
O
ロ
．
膳
ω
1
鼻
G
R
、
窃
申
2
．
研
究
者
D
・
オ
ネ
キ
ン
ク
ら
は
、
一
六
七
二
年
以
降

　
一
七
＝
二
年
ま
で
共
和
国
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
で
断
続
的
に
続
け
ら
れ
た
戦
争
を
四

　
〇
年
戦
争
と
称
し
、
そ
の
一
体
的
把
握
を
試
み
て
い
る
。
H
筥
α
．
■
℃
．
鼻
ω
．

⑫
西
川
杉
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長
期
の
宗
教
改
革
運
動
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七
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一
八
世
紀
の
展
開
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（
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「
長
期
の
宗
教
改
革
運
動
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編
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ロ
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革
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携
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⑬
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潔
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．
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1
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刃
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沁
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O
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ミ
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刈
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S

⑮
カ
ト
リ
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手
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§
晦
§
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層
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職
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ミ
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的
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S
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ミ
（
以
下
、
》
出
q
）
、
9
d
嘗
①
o
葺
篇
Q
。
刈
Q
。
一

　
瓜
臥
黛
一
〇
Q
．
¢
窪
Φ
O
簿
噌
回
O
Q
㊤
9
轟
冨
黛
b
⊃
ρ
¢
霞
①
O
洋
’
嶺
㊤
鯉
し
。
嫡
職
亮
§
嘘
o
o
、
職
鴨

　
鷺
旨
ミ
ミ
§
房
暑
こ
隷
ミ
趣
執
ミ
。
ミ
ミ
ミ
、
騎
ミ
（
以
下
、
し
口
じ
q
き
し
ρ
一
。
。
。
。
卜
。
一
勺
。
ω
ρ

　
四
即
Φ
け
餌
一
（
Φ
α
ω
．
）
¶
沁
ミ
隷
偽
讐
8
ぎ
町
。
ミ
§
N
§
o
、
職
§
隷
ミ
譜
ミ
ぎ
ミ
禽
§
N
犠

　
亀
ミ
≧
ミ
ミ
、
§
気
§
§
職
ミ
§
息
翁
。
ミ
駐
き
鴨
ミ
貸
ミ
～
9
§
鳩
N
ミ
山
粘
心
憤
（
以

　
下
、
沁
鋤
）
旧
癖
く
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ω
■
■
↓
7
Φ
頃
帥
o
q
嬬
ρ
一
Φ
ω
N
山
㊤
切
伊
b
。
一
ω
営
Φ
訴
N
．
冨
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O
．
．
卜
痔
馬
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怨

　
ミ
ミ
ミ
ミ
N
ミ
恥
翁
℃
き
驚
謡
6
題
9
融
禽
ミ
隷
の
ミ
ミ
・
盟
欝
野
§
職
§
駄
貯
栽
ミ
ヘ
ミ
縣
ミ
範

　
ミ
ミ
固
鎚
N
へ
※
§
鴇
魯
紺
（
以
下
、
卜
癖
葦
戸
。
ミ
ぎ
N
§
ミ
）
甲
い
窪
く
Φ
ρ
お
刈
9

　
讐
」
①
O
山
①
P
フ
ラ
ン
ス
軍
関
係
者
に
よ
る
報
告
書
は
ト
ミ
Ψ
禽
ミ
笥
。
篭
Q
N
へ
題
職
馬

　
§
越
§
ミ
、
災
駐
。
・
ミ
嚇
（
以
下
、
卜
㌔
）
旧
ω
＜
2
。
。
．
’
℃
論
陣
ω
．
嵩
b
。
ρ

⑯
本
稿
が
扱
う
日
記
は
全
て
、
平
時
か
ら
綴
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ

　
ン
ス
占
領
期
及
び
撤
退
後
と
い
う
非
常
事
態
に
際
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で

　
あ
る
。
個
人
的
な
覚
書
が
後
世
に
な
っ
て
校
訂
さ
れ
た
も
の
が
し
d
o
o
葺
国
‘

　
．
U
四
〇
Q
Φ
ど
評
ω
o
ぴ
Φ
黛
。
凶
コ
け
①
①
π
①
砲
口
o
Q
Φ
コ
o
q
Φ
山
⊆
増
Φ
コ
山
Φ
ぽ
①
け
く
Φ
村
σ
昼
｛
α
Φ
困
両
「
四
5
ω
o
げ
Φ
嵩

　
8
¢
再
Φ
o
簿
ヨ
餐
認
Φ
5
｝
①
刈
ω
．
（
以
下
、
、
U
黛
。
帥
q
Φ
ど
訴
。
げ
Φ
哨
艦
Φ
Φ
落
5
ぎ
鐙
Φ
謬
、
）
．

　
じ
σ
ミ
霞
§
贈
§
ぎ
琳
題
無
ミ
㌧
い
審
O
§
o
ミ
い
き
§
鷺
9
ミ
q
ミ
¶
①
」
○
。
朝
メ
同
時
代
の

　
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
の
文
書
に
添
付
さ
れ
た
日
記
で
、
後
世
に
な
っ
て
校
訂
さ
れ

　
た
も
の
が
ζ
費
8
霧
、
野
．
＜
o
｝
鋤
良
く
窪
ず
簿
伽
Q
①
び
①
⊆
a
①
9
鳥
Φ
o
＜
Φ
N
臓
四
く
①
島
興

　
ω
富
α
d
嘗
①
o
嘗
冒
男
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．
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跨
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息
鷺
魁
帖
論
喧
凡
鷺
q
ミ
。
ミ
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タ
蕊
O
。
。
．
阿
隠
代
に
出
版

　
さ
れ
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の
が
く
餌
斧
①
巳
Φ
罫
℃
；
．
咋
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謡
ミ
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両
ミ
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慰
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Φ
8
拝
〉
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ρ
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ミ
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ミ
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鴨
ミ
醇
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禽
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ミ
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き
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ω
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①
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扉
ト
ミ
岡
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隠
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寡
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織
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ミ
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§
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こ
嫡
叙
ミ

　
誉
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詠
ミ
膏
ミ
N
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N
O
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下
、
為
、
q
）
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卜
⊃
＜
⊆
ω
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、
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け
話
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一
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O
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山
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①
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≦
讐
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罫

旨
く
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ρ
O
き
ミ
㌔
、
ミ
§
㍗
し
ロ
ミ
勘
転
遷
ミ
、
§
§
ミ
貯
魯
黛
犠
ミ
§
軸
…
職
ミ

の
鷺
、
§
q
巨
象
ら
ミ
げ
ミ
篭
昏
唱
§
嚇
＄
越
ら
ミ
（
以
下
、
Ω
℃
q
）
．
ω
＜
9
。
。
．
、
q
時
Φ
o
簿
．

一
認
P
前
者
は
後
者
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
二
章
予
備
的
考
察

第
一
節
構
造
的
要
因

　
一
五
六
八
年
に
始
ま
る
ス
ペ
イ
ン
へ
の
反
乱
の
結
果
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
共
和
政
体
を
選
び
独
立
し
た
共
和
国
は
、
戦
争
や
外
交
に

関
し
て
は
各
州
代
表
が
集
ま
る
連
邦
議
会
で
決
定
を
行
い
つ
つ
も
、
財
政
や
宗
教
に
関
す
る
規
則
は
各
州
が
独
自
に
制
定
す
る
州
主
権
国
家
で

　
　
①

あ
っ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
に
お
い
て
は
、
騎
士
団
（
貴
族
の
代
表
団
）
や
教
会
（
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
内
に
あ
る
五
つ
の
聖
堂
参
事
会
）
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

都
市
代
表
、
す
な
わ
ち
都
市
門
閥
貴
族
レ
ヘ
ン
ト
が
最
も
強
い
影
響
力
を
手
に
し
た
。
ま
た
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
は
一
五
八
四
年
の
布
告
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
、
公
職
者
が
改
革
派
信
仰
を
持
つ
者
に
限
定
さ
れ
、
原
理
上
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
職
就
任
権
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
共
和
国
に
お
い
て
唯
一
の
公
認
宗
派
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
異
端
審
問
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
て
い
た
改
革
派
で
あ
っ
た
。
改
革
派
教
会

は
同
時
代
人
か
ら
「
公
的
教
会
ε
菖
集
①
評
Φ
葺
＼
8
Φ
筈
霞
Φ
三
差
」
と
呼
ば
れ
、
結
婚
・
埋
葬
・
洗
礼
等
に
関
し
て
万
人
に
奉
仕
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
改
革
派
は
教
会
施
設
を
独
占
的
に
使
用
し
、
そ
の
牧
師
は
世
俗
当
局
か
ら
給
与
を
与
え
ら
れ
た
。
特
に
厳
格
改

革
派
の
牧
師
は
、
神
政
国
家
、
す
な
わ
ち
改
革
派
の
単
一
宗
派
共
同
体
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
願
望
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
世
俗
当
局
の
抵

　
　
　
　
　
④

抗
は
強
か
っ
た
。
ま
た
、
指
導
的
な
厳
格
改
革
派
牧
師
G
・
フ
ー
テ
ィ
ウ
ス
を
擁
す
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
は
、
改
革
派
の
「
聖
な
る
宗
教
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

唱
導
興
Φ
沁
①
8
N
B
晋
①
」
と
呼
ば
れ
る
敬
慶
主
義
運
動
の
牙
城
で
あ
っ
た
。
他
方
、
今
や
潜
在
的
な
政
治
的
反
逆
者
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
カ
ト

リ
ッ
ク
は
、
殺
鐵
は
免
れ
た
も
の
の
、
多
く
の
権
利
を
失
っ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
中
世
に
お
け
る
低
地
地
方
北
部
唯
一
の
司
教
座
を
有
し
た
た



宗派間関係と寛容の機能（安平）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
と
集
会
は
一
五
八
○
年
に
他
州
と
同
様
に
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
ユ

ト
レ
ヒ
ト
は
両
派
の
激
し
い
抗
争
の
舞
台
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
集
団
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
公
的
領
域
に
お
け
る
改
革
派
独
占

体
制
を
甘
受
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
改
革
・
対
抗
宗
教
改
革
運
動
の
下
、
他
宗
派
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
の

宗
派
主
義
を
先
鋭
化
さ
せ
た
の
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
期
待
に
基
づ
く
予
書
で
あ
っ
た
。
予
言
の
中
で
は
、
社
会
秩
序
の
完
全
な
転
覆
と
、
在
り
し

日
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司
教
区
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
の
単
一
宗
派
共
同
体
の
復
活
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

う
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
期
待
に
お
い
て
は
、
外
部
か
ら
の
救
済
者
の
存
在
が
重
要
で
あ
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
や
皇
帝
に
頼
る
こ
と
が
困
難
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
た
一
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
そ
の
メ
シ
ア
の
役
割
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
王
に
想
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
う
し
て
反
乱
後
、
多
く
の
特
権
を
手
に
し
た
改
革
派
で
は
あ
っ
た
が
、
同
派
は
国
教
で
は
な
く
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
規
約
第
一
三
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
共
和
国
の
住
民
は
改
革
派
教
会
の
成
員
に
な
る
こ
と
を
法
的
に
は
強
制
さ
れ
な
か
っ
た
。
実
際
、
共
和
国
に
お
い
て

改
革
派
が
人
口
的
な
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
表
②
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
常
に
共
和
国
総
人
口
の
三
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
⑩

以
上
を
占
め
て
い
た
。
改
革
派
嘗
胆
が
緩
慢
に
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
共
和
国
の
宗
派
分
布
は
、
～
七
世
紀
後
半
に
よ
う
や
く
あ
る
程
度
固
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
過
程
で
両
派
は
前
述
の
単
一
学
派
共
同
体
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
内
包
す
る
宗
派
主
義
を
そ
れ
ぞ
れ
加
熱
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
非
公
認
宗
派
は
共
和
国
内
に
多
く
の
「
隠
れ
教
会
ω
o
送
葬
Φ
蒔
」
を
保
持
し
、
そ
こ
で
信
仰

実
践
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
隠
れ
教
会
と
は
家
の
外
観
を
持
つ
建
物
内
部
の
礼
拝
堂
の
こ
と
を
指
し
、
聖
職
者
は
そ
こ
に
住
み
込
ん

で
い
た
。
そ
こ
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
家
の
装
い
の
中
で
あ
れ
ば
、
「
認
可
料
器
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

o
讐
ヨ
Φ
o
q
Φ
冠
」
と
呼
ば
れ
る
賄
賂
を
世
俗
当
局
に
支
払
う
こ
と
を
暗
黙
の
条
件
に
、
彼
ら
の
行
為
は
黙
認
さ
れ
得
た
。
非
公
認
宗
派
は
公
的
信

仰
実
践
の
権
利
は
失
っ
た
が
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
規
約
第
一
三
条
が
定
め
た
良
心
の
自
由
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト

市
で
は
一
六
二
二
年
ま
で
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
か
つ
て
の
三
つ
の
教
区
は
一
四
の
隠
れ
教
会
（
市
壁
内
部
に
一
一
箇
所
、
郊
外
に
三
箇
所
）
毎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
ス
タ
シ
イ
ω
＄
口
①
」
と
呼
ば
れ
る
単
位
で
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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表②

当該年におけるカトリック人口比（％）

年 1656 1726 1775 1809 1829 1849 1889

南ホラント州 29 15 18 22．64 24．30 24．66 24．13

北ホラント州 45 20 22 25．84 27．15 27．62 27．20

ユトレヒト州 55？ 30？ ？ 39．06 39．43 37．87 34．36

ゼーラント州 10？ 9？ 13？ ±20．0 26．27 26．30 25．18

フリースラント州 13－16 lL5 10．5 9．42 9．05 8．77 7．70

フローニンゲン州 11 8P 8？ 7．73 7．39 7．36 6．76

ドレンテ州 3？ ？ ？ 0．73 3．83 5．90 6．12

オーフェルエイセル州 43 40 37 34．36 33ユ8 32．40 27．32

ヘルダーラント州 50？ 40？ 35？ 36．32 38．03 37．60 36ユ8

北ブラバント州 一 一 一
87．58 87．54 87．69 87．61

リンブルフ州 一 一 一
98．26 97．80 97．12 97．99

全　体 47 34 36 38．1G 38．82 38．！5 35．38

K二〇k，J．A，　de，ムiederland　op　de　ゐ7召z4ん」ψ’n　不～ome－Ref（）r7natie．ハ［ten2eriefee　asPecten　va〃

Protestaittisering　e）t　leatholieke　lterleving　i」i　de　）toardelt［’lee　Nederlaitden，　1580－1880，

Assen，1964，　p．248を一部改変。

　
以
上
の
こ
と
を
本
稿
の
用
語
法
に
従
っ
て
整
理
す
れ
ば
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
共
和
国
に
お
い
て
、
改
革
派
と
い
う
単
～
宗
派
が

集
団
と
し
て
公
的
信
仰
実
践
の
権
利
を
独
占
し
、
他
宗
派
の
集
団

と
し
て
の
独
自
性
が
私
的
領
域
に
お
い
て
の
み
黙
認
さ
れ
た
こ
と

は
、
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
願
望
さ
れ
た
改
革
派
の
単

一
宗
派
共
同
体
が
公
的
領
域
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
成
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
し
た
。
つ
ま
り
、
共
和
国
で
は
黙
認
と
し
て
の
寛

容
が
、
公
私
区
分
及
び
、
そ
う
し
て
区
分
さ
れ
た
公
的
領
域
に
お

け
る
改
革
派
の
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
そ
の
両
者
を
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
公
的
領
域
か
ら
宗
派
問
関
係
の
敵

対
性
を
隠
蔽
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
前
史
一
反
乱
か
ら
災
厄
の
年
ま
で

　
ス
ペ
イ
ン
へ
の
反
乱
開
始
直
後
、
オ
ラ
ニ
エ
公
ウ
ィ
レ
ム
一
世

は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
実
践
さ
れ
て
い
た
「
宗
教
和
平
話
嵩
o
q
δ
弔

お
号
」
を
低
地
地
方
北
部
に
も
導
入
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
宗
教

和
平
と
は
、
複
数
の
宗
派
に
同
等
の
、
あ
る
い
は
各
宗
派
の
政
治

的
権
力
に
応
じ
た
分
の
宗
教
的
自
由
を
与
え
る
協
定
の
こ
と
で
あ

り
、
共
和
国
で
は
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
コ
～
宗
派
体
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宗派間関係と寛容の機能（安平）

制
」
を
意
味
し
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で
も
一
五
七
九
年
に
そ
の
導
入
が
試
み
ら
れ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
一
五
八
○
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
集
会
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
他
州
と
同
様
に
宗
教
和
平
は
頓
挫
し
た
。

　
一
五
八
○
年
ま
で
に
低
地
地
方
北
部
の
全
て
の
司
教
位
は
空
位
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
一
五
九
二
年
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
苦
土
は
S
・

フ
ォ
ス
メ
ー
ル
を
「
代
牧
≦
o
母
ご
ω
巷
。
ω
8
膏
¢
ω
」
（
司
教
区
成
立
以
前
の
布
教
地
域
に
お
い
て
司
教
あ
る
い
は
大
司
教
に
準
ず
る
権
限
を
有
す
る
職
）

に
任
命
し
、
＝
ハ
〇
九
年
に
は
彼
に
「
不
信
心
者
の
地
の
色
目
£
。
三
9
ω
5
霊
①
冒
日
」
架
空
の
司
教
の
称
号
を
与
え
、
旧
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

区
内
部
、
す
な
わ
ち
低
地
地
方
北
部
全
域
に
お
け
る
代
理
の
裁
治
権
を
委
ね
た
。
ト
レ
ン
ト
公
会
議
の
精
神
を
忠
実
に
守
る
こ
と
で
共
和
国
の

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
復
興
を
目
指
し
た
代
講
た
ち
は
、
司
教
制
度
の
連
続
性
を
主
張
し
つ
つ
、
各
署
司
教
区
毎
に
代
牧
補
佐
を
配
置
し
、
隠
れ
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
中
心
と
す
る
擬
似
教
区
ス
タ
シ
イ
と
、
そ
こ
で
恒
常
的
に
欝
欝
を
担
う
教
区
司
祭
を
基
本
と
す
る
司
牧
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
聖
職
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

俗
人
が
協
力
し
て
復
興
に
尽
力
し
た
結
果
、
一
七
世
紀
半
ば
ま
で
に
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
は
質
・
量
両
面
で
相
当
程
度
回
復
し
た
。

　
～
七
世
紀
半
ば
に
は
共
和
国
体
制
の
あ
り
方
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
＝
ハ
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
が
共
和
国
の
ス
ペ
イ
ン
か

ら
の
独
立
を
正
式
に
認
め
た
こ
と
で
、
共
和
国
に
と
っ
て
今
や
最
大
の
敵
は
フ
ラ
ン
ス
と
な
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
対
仏
戦
の
潜
在
的
同
盟
相
手
と

し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
六
五
〇
年
に
オ
ラ
鵡
川
公
ウ
ィ
レ
ム
ニ
世
が
亡
く
な
る
と
、
州
総
督
職
は
廃
止
さ
れ
、
宗
教
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
穏
健
な
態
度
を
採
っ
て
い
た
ホ
ラ
ン
ト
州
法
律
顧
問
」
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
共
和
派
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
更
に
、
一
六
五
　
年
の
「
大
会
議
砂
q
附
0
8
＜
Φ
菌
巴
煽
ぎ
Φ
q
扁
で
は
、
改
革
派
の
特
権
的
地
位
の
維
持
が
謳
わ
れ
た
も
の
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
対
し
て
は
従
来
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
布
告
の
厳
格
な
遵
守
が
宣
震
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。

　
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
代
牧
職
に
あ
っ
た
J
・
フ
ァ
ン
・
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
大
学
や
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ラ
ト
リ
オ
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

神
学
を
学
ん
だ
後
、
～
六
六
三
年
に
五
代
目
の
代
牧
と
な
っ
た
。
先
代
の
代
牧
た
ち
と
共
和
国
の
世
俗
当
芸
の
関
係
は
非
常
に
敵
対
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
代
牧
は
時
に
国
外
追
放
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
布
教
聖
省
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
教
皇
公
使
の
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

告
に
従
い
、
政
治
的
問
題
か
ら
距
離
を
保
ち
、
共
和
国
の
世
俗
当
局
を
不
必
要
に
刺
激
し
な
い
よ
う
心
掛
け
て
い
た
。
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「
災
厄
の
年
夷
ヨ
O
冨
母
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
一
六
七
二
年
、
共
和
国
は
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ケ
ル
ン
司
教
こ
ミ
ュ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

タ
ー
司
教
と
開
戦
し
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
は
六
月
二
三
日
に
フ
ラ
ン
ス
軍
に
占
領
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
、
対
仏
宥
和
政
策
の
責
任
を
問
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ホ
ラ
ン
ト
州
法
律
顧
問
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
が
暴
徒
に
虐
殺
さ
れ
、
オ
ラ
高
曇
公
ウ
ィ
レ
ム
三
世
が
各
州
総
督
に
就
任
し
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
が
占

領
さ
れ
た
翌
日
、
市
民
権
を
持
つ
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
に
滞
在
し
て
い
た
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
布
教
各
省
の
枢
機
卿
P
・
ア
ル
テ
ィ
エ
リ
に

向
け
て
手
紙
を
書
い
た
。
手
紙
の
中
で
彼
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
が
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
到
来
を
恐
れ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
望
ん
で
い
た
」
と
し

つ
つ
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
へ
来
る
こ
と
を
「
非
カ
ト
リ
ッ
ク
」
か
ら
で
さ
え
強
く
求
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
「
あ
り
も
し
な
い
口
実
で
カ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ク
の
潔
白
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
」
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
を
離
れ
る
つ
も
り
は
な
い
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
手
紙
を
書
い
た
数
日

後
ユ
ト
レ
ヒ
ト
へ
向
か
っ
た
。
何
故
自
ら
の
言
を
す
ぐ
さ
ま
反
故
に
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
自
身
は
語
っ
て
い
な
い
。

①
川
口
博
『
身
分
制
国
家
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
反
乱
』
彩
管
社
、
一
九
九
五
年
、

　
三
一
⊥
瓢
七
、
～
六
三
－
一
七
九
買
。
H
ω
茜
Φ
ド
冒
‘
曾
ぎ
b
ミ
忠
勘
愚
N
ミ
曹
㌔
冒

　
葡
一
事
O
鳶
ミ
鳩
ミ
鴇
§
ミ
葦
登
N
軽
N
下
N
o
。
q
軌
（
以
下
、
↓
ぎ
b
ミ
簿
沁
§
～
＆
ミ
）
・

　
○
諸
8
a
、
｝
O
㊤
9
P
b
⊃
刈
象

②
ミ
堅
も
』
。
。
b
。
．

③
≦
母
Φ
鮮
Q
℃
黛
鮮
o
P
額
。
。
山
①
O
．
と
は
い
え
、
同
じ
内
容
の
布
告
は
こ
の
後
も

　
繰
り
返
し
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
実
践
に
お
い
て
布
告
が
必
ず
し
も
遵
守

　
さ
れ
て
お
ら
ず
、
黙
認
と
し
て
の
寛
容
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

　
と
言
え
よ
う
。

④
囚
巷
㌶
芦
G
ミ
ミ
ミ
誤
ミ
煽
蹴
卜
§
ミ
蕊
勲
冨
．
N
噂
＄
－
①
㎝
．
c
。
ρ
頴
？
H
8

　
ト
っ
0
鼻
－
邸
刈
ρ

⑤
営
Φ
σ
霞
ひ
q
’
甥
く
碧
b
偽
冬
魯
鳶
沁
魯
§
ミ
措
§
S
ミ
鳴
ミ
§
鄭
覧
恥
§
馬

　
§
ミ
ミ
鈎
9
0
ミ
こ
§
§
鷺
暮
、
ミ
爲
ミ
帖
棄
婦
恥
ミ
織
駐
聴
ミ
．
刃
。
け
8
乙
四
ヨ

　
一
㊤
Q
。
ρ

⑥
田
中
史
高
「
低
地
地
方
北
部
の
司
教
都
布
一
中
世
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
政
発
展

　
史
」
㎎
日
課
学
会
会
誌
㎞
二
四
（
　
）
、
一
九
九
九
年
。

⑦
≦
跨
①
δ
O
㌔
黛
ω
も
．
ま
①
．
こ
の
後
、
同
様
の
内
容
を
持
つ
一
町
は
幾
度
と
な

　
く
発
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
実
際
に
は
黙
認
と
し
て
の
寛
容

　
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

⑧
牢
審
。
嶽
肉
ミ
9
ミ
ミ
し
口
職
賊
呉
ロ
℃
．
頴
Φ
山
0
9
H
＄
山
路

⑨
歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
五
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
成
立
と
膨
張
i

　
　
七
世
紀
ま
で
㎞
岩
波
害
毒
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
ニ
ー
三
〇
三
頁
。

⑩
し
か
し
、
本
稿
が
参
照
し
た
」
・
A
・
デ
・
コ
ッ
ク
が
依
拠
す
る
史
料
の
正
確

　
性
や
彼
の
概
算
方
法
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
既
に
否
定
的
な
見
解
も
提
示
さ
れ

　
て
い
る
。
℃
o
犀
旨
白
昼
　
肉
職
蒔
§
嵩
G
ぎ
多
軸
も
』
O
黛
≦
0
5
Φ
ぴ
と
畠
．
U
Φ
b
冨
簿
ω

　
＜
§
住
Φ
o
巴
鼠
巳
ω
8
ロ
ヨ
α
①
窯
Φ
熊
Φ
二
墜
α
ω
①
鋸
ヨ
Φ
巳
Φ
三
口
ゆ
q
．
噌
b
僑
N
§
§
職
§
§

　
帖
ミ
§
レ
ρ
一
⑩
O
《
P
一
9
と
は
い
え
、
統
一
的
な
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
る
以
前
の

　
近
世
に
お
い
て
、
宗
派
別
人
日
の
正
確
な
統
計
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ

　
り
、
デ
・
コ
ッ
ク
の
概
算
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
数
量
分
析
は
い
ま
だ
に
な
さ

　
れ
て
い
な
い
。
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⑪
　
た
だ
し
、
特
定
の
教
会
の
成
員
に
な
ら
な
い
中
間
集
団
は
、
共
和
国
に
お
い
て

　
一
七
世
紀
後
半
以
降
も
相
当
数
存
在
し
て
い
た
。
現
在
で
は
多
く
の
研
究
者
が
、

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
の
強
制
性
で
は
な
く
、
宗
派
帰
属
の
自
発
性
を
強
調
し
て
い

　
る
。
閤
碧
す
戸
9
N
ミ
ミ
扉
融
§
織
卜
尋
帖
ミ
ミ
勲
℃
ロ
．
ω
ω
い
切
Q
◎
噂
Φ
o
Q
為
ρ
峯
卯
囚
O
O
P

　
g
N
ミ
ミ
¢
融
§
ミ
9
ミ
ミ
蹄
鈎
ロ
P
b
⊃
ρ
ω
卜
⊃
▼
㊦
Q
Q
b
一
翼
…
℃
o
＝
ヨ
餌
コ
戸
　
沁
職
耐
凡
。
器

　
O
評
ミ
鍵
’
O
．
Q
O
」

⑫
囚
。
9
、
勺
畳
護
。
陳
9
Φ
ω
冨
ユ
哺
も
℃
．
。
。
メ
漫
ゐ
G
。
．

⑬
フ
ラ
ン
ス
軍
に
従
軍
し
て
い
た
歴
史
編
纂
富
P
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト

　
市
占
領
直
後
に
、
市
内
の
あ
る
隠
れ
教
会
で
ミ
サ
に
出
席
し
た
。
彼
は
そ
こ
で
、

　
こ
れ
ら
一
四
の
隠
れ
教
会
は
、
時
折
起
こ
る
「
迫
害
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要

　
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
司
祭
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
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ド
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寄
豆
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℃
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σ
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8
0
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ロ
P
恕
山
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⑯
奪
ミ
も
P
卜
。
9
㎝
㊤
．
語
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
共
和
国
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教

　
区
は
存
在
し
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
修
道
士
で
は
な
い
隠
れ
教
会
付
き
司
祭
の
こ

　
と
を
「
教
区
司
祭
」
と
記
す
。
歴
代
代
牧
は
、
反
乱
以
前
か
ら
の
連
続
性
や
歴
史

　
的
伝
統
を
強
調
し
、
大
司
教
で
あ
る
か
の
如
く
振
る
舞
っ
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た

　
の
が
修
道
会
、
中
で
も
特
に
イ
エ
ズ
ス
会
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
、
共
和

　
国
を
司
教
制
度
が
途
絶
え
た
単
な
る
布
教
地
域
と
し
て
し
か
認
識
し
て
お
ら
ず
、

　
代
牧
が
大
司
教
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
自
ら
へ
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
こ

　
と
を
挑
痛
し
た
の
で
あ
る
。
奪
ミ
、
O
P
b
。
卜
。
．
ω
O
ム
蝉
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

　
共
和
国
で
活
動
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
を
一
枚
岩
的
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
。
本
稿
は
代
牧
及
び
そ
の
下
の
教
区
覇
祭
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
教
区
司
祭
と

　
修
道
士
の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑰
共
和
国
で
活
動
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
数
の
推
移
に
関
し
て
は
表
③
を
参
照
。

　
　
世
俗
当
局
か
ら
の
支
援
を
完
全
に
欠
い
た
共
和
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
は
、

　
司
牧
活
動
を
行
う
上
で
俗
入
エ
リ
ー
ト
の
援
助
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。
研
究
者

　
C
・
H
・
パ
ー
カ
ー
は
、
共
和
国
に
お
い
て
聖
職
者
と
俗
人
が
連
携
し
て
カ
ト
リ

　
ッ
ク
信
仰
の
復
興
を
成
し
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
「
協
力
的
宗
派
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」
と
呼
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る
。
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刈
⑤

⑳
例
え
ば
、
前
述
の
初
代
代
牧
フ
ォ
ス
メ
…
ル
は
、
一
六
〇
三
年
に
国
家
反
逆
罪

　
に
問
わ
れ
て
共
和
国
か
ら
追
放
さ
れ
、
亡
く
な
る
ま
で
ケ
ル
ン
で
亡
命
生
活
を
送

　
つ
た
。
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四
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興
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§
ミ
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傘

⑳
　
こ
こ
で
暦
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
フ
ラ
ン
ス
占
領
以
前
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で

　
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
軍
到
来
後
の
～
六
七
二
年
八

　
月
に
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
説
教
壇
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
歴
導
入
を
官
三
爵
し
た
。

　
詠
冨
黛
卜
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ヒ
ト
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は
カ
ト
リ
ッ
ク
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表③

共和国で活動したカトリック聖職者数の推移（人）

年 1602 1617 1622 1631 1635 1642 1668 1701 1726 1758 1775

総計 70 273／4 235 3崔3 421 500 508 466 459 443 420

教区司祭　’ 70 250 200 246 300 360 376 340 330 303 296

修道士 一
23／24 35 97 121 ユ40 132 126 129 140 124

イエズス会 一 16／17 22 53 65 74 80 59 39 42 29

フランチェスコ会 一
7 7 18 25 22 24 30 44 55 54

ドミニコ会 一 一
6 14 18 20 ユ5 16 20 20 18

カプチン会 一 ｝ 一
8 8 9

一 一 一 ｝ 一

プレモントレ会 一 … 一 一 一 … 一
4 2 3 3

聖アウグスチノ会 一 … 一
4 5 10 9 7 8 8 8

カルメル会 一 一 一 一 一
1 4 6 9 11 11

その他 一 …
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一
4

一
4 7 1 1

Spiertz，　M．G．，　’De　katholieke　geestelijke　leiders　en　de　wereldlijke　overheid　in　de　Republiel〈

der　Zeven　Provincien’（以下，　De　katholieke　geestelijke　leiders’），　TrOjecta，2，1993，　p．　20を

一部改変。

　
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
使
用
す
る
こ
と
に

　
な
り
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
【
○
日
早
く
ミ
サ
を
執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
以

　
下
本
稿
で
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
麿
の
み
を
記
載
す
る
。

⑬
　
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
を
含
む
一
六
七
〇
年
代
の
共
和
国
及
び
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
関
す

　
る
政
治
的
・
軍
目
的
展
開
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
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臼
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セ
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皇
公
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F
・
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ロ
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デ
ィ
は
ロ
ー
マ
の
布
教
聖
省
に
向
け
て
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司

　
教
に
な
る
と
い
う
野
心
を
持
っ
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
へ
向
か
っ
た
、
と
報
告
し
た
。
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第
三
章
　
フ
ラ
ン
ス
占
領
期

第
一
節
　
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
求
め

宗派問関係と寛容の機能（安平〉

　
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
共
和
国
体
制
下
で
改
革
派
が
独
占
的
に
使
用
し
て
き
た
教
会
の
う
ち
幾
つ
か
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
手
に
戻
し
た
。
中
で
も
、

公
的
領
域
に
お
け
る
信
仰
生
活
の
核
で
あ
っ
た
元
司
教
座
聖
堂
ド
ム
の
再
聖
化
は
、
そ
の
空
間
に
堆
積
し
た
両
派
の
記
憶
の
重
さ
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
き
な
象
徴
的
意
味
を
有
し
て
い
た
。
共
和
国
の
歴
史
編
纂
官
で
あ
っ
た
A
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
一
六
七
二
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
夜
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
説
教
壇
や
そ
の
他
の
も
の
」
を
ド
ム
か
ら
運
び
出
し
、
そ
こ
を
「
清
掃
」
し
た
。
彼
曰
く
、
翌
日
の
朝
六
時
頃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「〔

t
ラ
ン
ス
軍
〕
兵
士
が
持
ち
去
ら
な
か
っ
た
椅
子
や
信
徒
席
が
ド
ム
教
会
の
境
内
で
三
度
火
〔
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
〕
燃
や
さ
れ
た
」
。
朝
九

時
頃
に
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
が
ド
ム
に
や
っ
て
来
た
後
、
ド
ム
の
再
聖
化
は
始
ま
っ
た
。
様
々
な
儀
式
の
後
、
再
聖
化
さ
れ
た
ド
ム
で
の
初
め
て

の
ミ
サ
は
フ
ラ
ン
ス
軍
に
従
軍
し
て
い
た
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
卿
が
、
第
二
の
ミ
サ
は
修
道
士
が
、
第
三
の
ミ
サ
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
司
教
が
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

四
の
ミ
サ
は
フ
ラ
ン
ス
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
司
式
し
た
。
他
方
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
代
牧
補
佐
A
・
フ
ァ
ン
・
ブ
リ
ー
ネ
ン
の
説
教
は
そ
の
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

午
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
「
聖
な
る
衣
装
を
着
用
し
て
」
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
卿
を
ド
ム
へ
連
れ
て
行
っ
た
が
、

儀
礼
に
お
い
て
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
が
ド
ム
で
説
教
を
行
っ
た
の
は
、
彼
と
教
区
司
祭
が
自
ら
の
財
産
で
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
ド
ム
の
申
の
設
備
を
整
え
た
後
の
こ
と
と
な
る
。

　
ド
ム
の
再
聖
化
直
後
の
七
月
一
五
日
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
の
五
人
の
教
区
司
祭
は
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
〇
世
に
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
彼
ら
は
、

ル
イ
一
四
世
に
よ
る
教
会
再
建
を
神
の
哀
れ
み
だ
と
し
て
喜
ん
で
は
い
た
が
、
同
時
に
不
安
も
感
じ
て
い
た
。
そ
の
不
安
と
は
、
低
地
地
方
北

部
に
司
教
位
が
復
活
す
る
際
、
そ
こ
に
「
異
邦
人
で
我
が
国
固
有
の
性
質
を
知
ら
な
い
者
」
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
復
活

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
司
教
位
に
相
侵
し
い
人
物
と
し
て
、
「
異
端
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
〔
舞
改
革
派
〕
が
畏
敬
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
全
員
が
適
切
な
保
護
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⑦

者
と
し
て
敬
愛
し
て
い
る
」
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
を
推
薦
し
た
。

　
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
自
身
も
、
同
年
七
月
二
二
日
に
教
皇
に
向
け
て
手
紙
を
し
た
た
め
た
。
彼
は
こ
の
手
紙
に
お
い
て
、
「
清
掃
」
さ
れ
再
聖

化
さ
れ
た
ド
ム
の
復
活
を
喜
び
、
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
卿
ら
に
特
別
の
賛
辞
を
送
っ
た
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
で
は
こ
れ
ま
で

「
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
が
羊
た
ち
の
小
屋
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
」
い
た
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
は
信
徒
の
家
の
中
に
限
定
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
ル
イ
一
四
世
の
軍
隊
が
勝
利
し
た
こ
と
で
、
「
神
の
礼
拝
が
収
監
所
か
ら
出
て
、
以
前
か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
聖
堂
に
復

活
し
た
」
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
共
和
国
体
制
下
で
与
え
ら
れ
て
き
た
黙
認
と
し
て
の
寛
容
を
不
十
分
だ
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
は
遂
に
「
宗
教
的
自
由
」
を
獲
得
し
、
「
最
も
憐
れ
み
深
い
解
放
者
」
で
あ
る
ル
イ
一
四
世
の
下
で
狂
喜
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
カ

ト
リ
ッ
ク
は
「
祖
国
へ
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
で
も
、
行
政
官
へ
の
反
乱
に
よ
っ
て
で
も
、
更
に
は
戦
争
へ
の
無
気
力
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
こ

の
幸
福
を
維
持
し
た
」
。
ま
た
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
聖
俗
の
権
力
者
の
お
墨
付
き
を
得
て
自
ら
が
低
地
地
方
北
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
に
お
い
て
最
高
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
最
後
に
、
「
こ
の
地
に
お
い
て
全
て
が
以
前
の
回
復
さ
れ
る
べ
き
状
態

に
戻
る
の
で
あ
る
か
ら
、
司
教
の
権
威
も
そ
の
再
建
さ
れ
る
べ
き
場
所
に
戻
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
直
接
的
に
自
薦
し
て
い
る
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
は
な
い
が
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
自
ら
が
復
活
さ
れ
る
べ
き
司
教
位
に
相
応
し
い
こ
と
を
喧
伝
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
年
九
月
二
〇
日
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
ル
イ
一
四
世
へ
向
け
て
手
紙
を
書
い
た
。
こ
の
手
紙
は
当
時
の
共
和
国
の
世
俗
当
局
や
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
当
局
に
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
更
に
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
研
究
者
も
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
が
こ
こ
で
求

め
た
の
は
、
ル
イ
～
四
面
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
に
自
由
と
公
的
な
教
会
を
」
、
与
え
、
彼
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ネ
ー
ル

カ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
こ
こ
で
は
、
ま
さ
し
く
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
導
入
以
来
、
厳
粛
な
協
定
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
約

束
さ
れ
た
が
、
そ
の
約
束
は
何
も
守
ら
れ
て
い
な
い
」
。
ま
た
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
ル
イ
一
四
世
が
低
地
地
方
北
部
全
域
に
支
配
を
確
立
す

る
こ
と
も
望
ん
で
い
た
。
「
い
と
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
王
よ
、
〔
中
略
〕
も
し
あ
な
た
が
神
の
王
国
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
切
望
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
〔
中
略
〕
あ
な
た
は
あ
な
た
の
国
に
我
々
を
統
合
す
る
」
。
更
に
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
身
銭
を
切
り
な
が
ら
無
給
で
奉
仕
を
続
け
る
聖
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職
者
に
聖
職
禄
を
返
還
す
る
こ
と
や
、
貧
民
へ
の
施
し
の
必
要
性
を
訴
え
つ
つ
、
「
司
教
の
権
威
が
こ
の
地
に
再
建
さ
れ
る
」
こ
と
も
求
め
た
。

ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
ル
イ
一
四
世
が
低
地
地
方
北
部
全
域
を
支
配
し
、
そ
の
下
で
公
的
信
仰
実
践
及
び
司
教
位
が
復
活
す
る
こ
と
を
願
っ
た
の

　
　
⑨

で
あ
る
。

　
司
教
位
復
活
の
求
め
ば
＝
ハ
七
三
年
九
月
一
日
付
け
の
枢
機
卿
ア
ル
テ
ィ
エ
リ
宛
て
の
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
の
手
紙
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
ル
イ
一
四
世
に
服
属
す
る
限
り
の
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
区
」
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
結
婚
式
を
、

教
区
司
祭
に
の
み
執
り
行
わ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
。
「
家
内
礼
拝
堂
で
は
〔
結
婚
の
〕
宣
言
が
十
分
に
厳
粛
な
も
の
に
な
り
得
な
」
か
っ
た
た
め
、

今
後
は
「
公
的
な
結
婚
が
挙
行
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
儀
式
に
従
う
」
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
共
和
国
体
制
下
に
お
い
て
公
的
領
域
で

カ
ト
リ
ッ
ク
式
に
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
結
婚
式
を
、
公
的
か
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
儀
式
に
す
る
こ
と
を
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
が
望
ん

で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
最
後
に
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
手
紙
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
枢
機
卿
ア
ル
テ
ィ
エ
リ
は
、

「
司
教
の
権
威
が
こ
こ
に
お
い
て
、
も
は
や
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
全
員
に
と
っ
て
尊
ぶ
べ
き
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ

と
」
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
は
私
に
至
る
と
こ
ろ
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
の
名

を
与
え
て
お
り
、
異
端
の
行
政
官
も
同
じ
よ
う
に
私
に
呼
び
か
け
る
習
慣
で
あ
」
り
、
彼
自
身
そ
の
称
号
を
拒
絶
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、
司
教
位
が
復
活
す
る
こ
と
は
教
会
の
再
建
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
回
復
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
で
明
ら
か
に
司
教
位
の
復
活
と
自
ら
の
昇
進
を
望
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
や
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
教
区
司
祭
は
、
公
的
信
仰
実
践
の
回
復
や
司
教
位
の
復
活
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派

主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
を
求
め
て
い
た
。
特
に
、
反
転
し
た
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
よ
る
改
革
派
の
記
憶
の
抹
消
と
、
ド
ム
の
再
難
事
に

よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
記
憶
の
復
活
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
に
向
け
た
第
　
歩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ド
ム
の
再
挙
化
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
軍
や
「
外
国
人
」
の
役
割
は
相
対
的
に
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
で
あ
る
理
想
的
な
過
去
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
影
」
が
大
き
く
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
の
振
る
舞
い

　
ル
イ
～
四
世
の
歴
史
編
纂
官
P
・
ペ
リ
ッ
ソ
ン
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
占
領
直
前
の
一
六
七
二
年
六
月
一
一
日
に
書
き
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
＝
ハ
七
〇
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
修
道
女
が
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
こ
の
年
丁
～
六
七
二
年
〕
に
公
的
に
ミ
サ
が
開
か
れ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
と
い
う
こ
と
を
予
言
し
て
い
た
」
と
い
う
噂
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
蔓
延
し
て
い
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
軍

の
到
来
は
、
予
雷
に
従
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ッ
ソ
ン
に
よ

れ
ば
、
＝
ハ
七
二
年
六
月
二
三
日
、
フ
ラ
ン
ス
軍
士
官
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
の
代
表
者
を
迎
え
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
を
訪
れ
た
際
、
カ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
は
「
フ
ラ
ン
ス
王
の
臣
下
と
会
っ
た
か
ら
に
は
自
分
た
ち
は
自
由
で
あ
る
」
と
叫
び
、
「
公
的
な
場
所
」
で
ミ
サ
を
行
っ
た
。
当
時
ユ
ト
レ

ヒ
ト
に
滞
在
し
て
い
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
参
事
会
員
で
改
革
派
か
つ
オ
ラ
ニ
エ
派
の
P
・
フ
ァ
ル
ケ
ニ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
到
着
聞
近
の

ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
の
「
あ
ら
ゆ
る
街
路
」
で
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
以
下
の
よ
う
な
「
愚
ま
わ
し
い
言
葉
」
を
叫
ん
で
い
る
の
を
何
度
も
聞
い

た
と
い
う
。
「
〔
オ
ラ
ニ
エ
〕
公
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
が
良
い
。
〔
オ
ラ
ニ
エ
〕
公
が
来
て
も
我
々
は
彼
の
鼻
先
で
門
を
閉
じ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

来
れ
ば
我
々
は
門
を
開
け
る
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
同
年
八
月
四
日
の
聖
ヤ
コ
ブ
の
日
の
午
後
、
カ
ト

リ
ッ
ク
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
の
聖
ヤ
コ
ブ
教
会
を
襲
撃
し
、
教
会
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
。
改
革
派
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
た
め
、

体
勢
を
立
て
直
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
日
付
け
が
変
わ
る
頃
に
再
び
襲
撃
を
試
み
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
軍
司
令
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

P
・
ス
ト
ゥ
ー
プ
の
命
令
に
よ
り
騎
兵
隊
が
教
会
の
周
り
に
配
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
の
行
動
は
、
彼
ら
の
こ
と
を
メ
シ
ア
の
軍
隊
と
見
徹
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
六
七
二
年
六
月
二
六
日
に
承
認
さ
れ
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
の
降
伏
の
条
件
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
担
当
国
務
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ル
ー
ヴ
ォ
ワ
侯
は
「
改
革
派
の
公
的
信
仰
実
践
」
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
認
可
し
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
求
め
に
反
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は

カ
ト
リ
ッ
ク
に
の
み
排
他
的
に
公
的
信
仰
実
践
の
権
利
を
与
え
る
気
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ペ
リ
ッ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
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卿
は
ド
ム
の
再
融
化
を
行
っ
た
ま
さ
に
そ
の
日
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
参
事
会
員
に
ル
イ
一
四
世
の
政
策
に
つ
い
て
語
っ
た
。
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
卿

は
、
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
間
の
事
柄
」
に
関
す
る
、
か
つ
て
結
ば
れ
て
い
た
協
定
の
実
施
を
、
ル
イ
一
四
世

が
思
案
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
。
研
究
者
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
も
給
う
よ
う
に
、
こ
の
協
定
と
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で
一
五
七
九
年
に
結
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
た
宗
教
和
平
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ブ
イ
ヨ
ン
枢
機
卿
曰
く
、
ル
イ
～
四
世
は
こ
の
協
定
の
厳
密
な
適
用
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
に
小
さ
い
四
つ
〔
の
教
会
〕
し
か
与
え
な
い
と
い
う
こ
の
協
定
の
本
来
の
文
雷
に
反
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
い
か
な
る
法
や
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

令
も
な
し
に
不
当
に
手
に
入
れ
た
他
の
多
く
の
教
会
を
、
王
が
改
革
派
か
ら
奪
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
。

　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
は
公
的
信
仰
実
践
の
自
由
、
時
に
は
そ
の
排
他
的
権
利
を
も
要
求
し
て
い
た
。
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
現
実
化
を
求
め
る
こ
う
し
た
要
求
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
改
革
派
が
既
に
持
っ
て
い
た
公
的
信
仰
実
践
の
権
利
を
大
幅
に
は
削
減
し
な

い
ま
ま
、
同
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
そ
の
最
低
限
の
権
利
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
与
え
た
こ
の
宗
教

和
平
の
こ
と
を
、
限
定
的
認
可
と
し
て
の
覧
容
α
と
呼
ぶ
。

　
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
が
与
え
ら
れ
た
後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
、
両
派
の
衝
突
が
起
こ
り
得
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
た
。

研
究
者
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
よ
れ
ば
、
＝
ハ
七
二
年
七
月
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
参
事
会
は
、
宗
教
に
関
す
る
侮
辱
事
件
を
防
ぐ
た
め
、
両
派
の
聖
職

者
が
、
自
宗
派
信
徒
に
抑
制
を
促
す
こ
と
を
繰
り
返
し
命
じ
た
。
ま
た
特
に
、
市
参
事
会
は
改
革
派
教
会
会
議
に
対
し
て
、
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

や
「
怒
り
」
を
惹
起
す
る
表
現
を
説
教
の
中
で
用
い
た
改
革
派
牧
師
を
一
時
的
に
休
職
さ
せ
る
こ
と
も
求
め
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
参
事
会
は
、

限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
の
た
め
に
公
的
領
域
で
生
じ
得
た
宗
派
間
対
立
の
防
止
を
目
指
し
、
両
派
に
、
特
に
改
革
派
教
会
当
局
に
自
制

を
求
め
、
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
を
実
践
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
市
参
事
会
の
仲
裁
に
よ
っ
て
宗
派
間
関

係
の
敵
対
性
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
両
派
の
争
い
は
一
六
七
二
年
の
キ
リ
ス
ト
降
誕
祭
の
時
期
に
生
じ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト

州
で
は
＝
ハ
七
二
年
八
月
以
降
、
改
革
派
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

キ
リ
ス
ト
降
誕
祭
の
日
付
け
に
も
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
。
同
年
一
二
月
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
肉
屋
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
降
誕
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祭
の
日
に
店
を
閉
め
た
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
改
革
派
が
反
発
し
た
こ
と
で
、
両
派
の
間
に
讃
い
が
生
じ
た
が
、
市
参
事
会
の
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

裁
に
よ
っ
て
ま
も
な
く
事
態
は
沈
静
化
し
た
。
両
派
の
用
い
る
暦
の
違
い
は
、
公
的
領
域
に
お
け
る
労
働
と
安
息
日
の
遵
守
を
巡
る
対
立
を
引

き
起
こ
し
、
市
参
事
会
が
仲
裁
役
と
し
て
両
派
に
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
を
課
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
う
し
た
中
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
的
信
仰
実
践
の
復
活
を
象
徴
的
に
示
す
儀
礼
、
聖
体
行
列
が
行
わ
れ
た
。
研
究

者
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
よ
れ
ば
、
改
革
派
教
会
会
議
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
帯
参
事
会
は
、
聖
体
行
列
の
中
止
あ
る
い
は
規
模
縮
小
を
フ
ラ
ン
ス

軍
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
中
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
行
列
が
行
わ
れ
る
街
路
の
数
を
少
な
く
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑳

を
請
け
負
っ
た
。
デ
・
ウ
ィ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
一
六
七
三
年
六
月
　
日
朝
　
○
時
頃
、
ド
ム
に
お
い
て
荘
厳
ミ
サ
が
終
了
す
る
と
聖

体
行
列
は
始
ま
っ
た
。
行
列
は
、
ド
ム
か
ら
始
ま
り
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
諸
教
会
を
巡
っ
た
後
、
再

び
ド
ム
へ
と
戻
っ
て
来
る
と
い
う
行
程
で
進
ん
だ
。
隊
列
の
順
序
は
、
子
ど
も
、
俗
人
女
性
、
俗
人
男
性
、
修
道
士
、
司
祭
、
フ
ラ
ン
ス
軍
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

士
、
フ
ラ
ン
ス
軍
上
級
士
官
と
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
及
び
二
人
の
司
祭
、
そ
し
て
最
後
に
フ
ラ
ン
ス
軍
司
令
官
ス
ト
ゥ
ー
プ
で
あ
っ
た
。
こ
の
儀

礼
に
際
し
て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
内
は
通
常
時
と
は
異
な
る
装
い
を
見
せ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
に
は
特
別
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
市
内
各
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
刻
ま
れ
た
銘
刻
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
フ
ラ
ン
ス
王
を
讃
え
た
。
対
照
的
に
、
改
革
派
は
家
の
中
に
引
き
籠
も
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
デ
・

ウ
イ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
改
革
派
は
自
ら
の
家
に
鍵
を
掛
け
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
。
〔
中
略
〕
朝
、
窓
を
開
け
た
ま
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
い
た
幾
人
か
は
略
奪
を
受
け
る
危
険
に
晒
さ
れ
た
。
実
際
に
あ
ち
こ
ち
で
幾
つ
か
の
悪
さ
が
行
わ
れ
た
」
。
ま
た
、
聖
体
行
列
が
通
る
道

の
両
側
に
は
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
が
配
置
さ
れ
た
が
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
騒
動
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
」

の
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
儀
礼
は
多
く
の
人
々
に
衝
撃
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
は
明
ら
か
に
不
快
感
を
覚
え

　
　
⑳

て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
公
的
信
仰
実
践
の
独
占
を
目
指
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
の
求
め
に
反
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
与
え
た
限
定
的
認
可
と
し
て
の

寛
容
α
に
よ
っ
て
、
公
的
信
仰
実
践
は
両
派
に
認
め
ら
れ
、
共
和
国
体
制
下
で
公
的
領
域
か
ら
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
両
派
問
の
敵
対
性
は
露
わ
に
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な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
単
一
宗
派
に
よ
る
公
的
信
仰
実
践
の
独
占
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
公
的
領
域
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
崩
れ
た
。
し
か

し
、
改
革
派
が
家
の
中
に
閉
じ
籠
も
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
聖
体
を
掲
げ
て
街
路
を
闊
歩
す
る
こ
と
で
、
両
派
の
立
場
が
象
徴
的
に
反
転
し
た
聖

体
行
列
の
間
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
公
的
領
域
に
お
い
て
一
時
的
に
顕
現
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
儀
礼
は
改
革
派
を
大
い
に
刺

激
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ド
ム
の
再
聖
化
同
様
聖
体
行
列
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ

ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
依
拠
し
て
い
た
過
去
の
記
憶
、
在
り
し
日
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司
教
区
の
歴
史
に
は
存
在
し
な
か
っ
た

「
フ
ラ
ン
ス
の
影
」
は
、
こ
の
聖
体
行
列
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
世
俗
当

局
は
、
両
派
の
間
や
住
民
と
フ
ラ
ン
ス
軍
の
問
に
調
整
役
と
し
て
入
っ
て
、
人
々
に
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
を
課
す
こ
と
で
、
秩
序
維
持

に
努
め
た
。

第
三
節
　
小
括
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
崩
壊

宗派間関係と寛容の機能（安平）

　
共
和
国
体
制
下
に
お
い
て
、
改
革
派
は
公
的
信
仰
実
践
の
権
利
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
良
心
の
自
由
を
既
得
権
と
し
て
保
持
し
て
い
た
。
フ
ラ

ン
ス
占
領
期
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
軍
に
対
し
て
、
旧
来
か
ら
願
望
し
続
け
て
き
た
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
を
求

め
た
。
し
か
し
、
ド
ム
の
再
王
化
や
聖
体
行
列
と
い
っ
た
儀
礼
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
に
と
っ
て
不
可

欠
の
フ
ラ
ン
ス
軍
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
現
実
を
理
想
的
な
過
去
と
断
絶
し
た
も
の
、
願
望
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
異
質
な
も
の
に
変
化
さ

せ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
公
的
信
仰
実
践
の
排
他
的
独
占
権
を
求
め
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
願
い
に
反
し
、
そ
の
権
利
を
両
派
に
そ
れ
ぞ
れ
分

配
す
る
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
を
与
え
た
。
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
は
、
一
方
で
両
派
の
既
得
権
を
維
持
し
つ
つ
、
他
方
で
両

派
の
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
活
路
を
完
全
に
は
閉
ざ
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
寛
容
は
、
単
一
宗
派
に
よ
る
公
的
信
仰
実

践
の
独
占
を
破
棄
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
派
間
の
敵
対
性
を
公
的
領
域
に
お
い
て
露
わ
に
し
た
。
ユ
ト
レ

ヒ
ト
の
世
俗
当
局
は
、
公
的
領
域
に
現
れ
た
宗
派
間
関
係
の
敵
対
性
の
抑
制
を
目
指
し
、
両
派
に
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
を
要
請
し
た
が
、
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そ
れ
は
限
定
的
な
効
果
し
か
持
た
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
そ
も
そ
も
、
ル
イ
一
四
世
の
戦
争
目
的
は
ス
ペ
イ
ン
領
で
あ
る
低
地
地
方
南
部
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
低
地
地
方
北
部
の
恒
久
的
占
領
を
目
指

し
て
い
な
か
っ
た
ル
イ
一
四
世
に
と
っ
て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
占
領
は
低
地
地
方
南
部
侵
攻
の
た
め
の
一
時
的
な
足
が
か
り
と
し
て
の
意
味
合
い
し

か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
六
七
三
年
＝
月
一
二
日
、
共
和
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
連
合
軍
が
ボ
ン
市
を
制
圧
す
る
と
、
後
衛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

失
っ
た
フ
ラ
ン
ス
軍
は
撤
退
を
始
め
た
。

24　（308）

①
こ
の
儀
礼
及
び
同
時
代
の
版
画
付
き
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
け
る
そ
の
表
象
に
関

　
し
て
、
詳
し
く
は
く
碧
審
①
δ
ρ
〉
■
■
、
¢
鐸
①
o
窪
．
ω
男
気
雪
ω
8
「
三
野
け
δ
霧
“
Ω
鉱
臼
ぎ
α
q

　
昏
Φ
U
o
筥
け
霞
。
⊆
ひ
q
『
菊
Φ
嶺
①
の
ω
p
冨
口
。
ロ
．
H
o
o
8
0
冨
ω
B
騨
亡
国
ε
巴
．
（
以
下
、

　
．
¢
窪
Φ
0
9
。
。
↓
「
磐
ω
団
。
掴
田
跳
。
路
ω
、
）
’
b
鳴
鍵
竃
“
ミ
§
魯
恥
ミ
馬
ミ
旧
卜
。
ヒ
b
。
O
O
9
薯
．

　
ω
①
一
1
ω
①
ω
．

②
ヨ
8
g
h
o
暴
誉
ミ
ミ
象
p
お
h

③
導
ミ
も
．
芦
以
下
、
訳
文
中
の
亀
甲
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
い
で
あ
る
。

④
ミ
罫
p
芦

⑤
勺
。
鴇
簿
鉾
（
Φ
α
ω
．
）
噛
沁
し
口
b
旧
や
①
ω
9
共
和
國
体
制
下
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク

　
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
識
別
可
能
な
衣
服
を
駿
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　
≦
曽
Φ
鉾
O
℃
黛
ω
噂
や
ま
①
9

⑥
℃
。
ω
け
簿
餌
ス
巴
。
。
．
）
’
謁
し
口
・
卜
。
．
p
①
ω
仰
≦
8
琴
鍵
戸
誉
ミ
、
ミ
昏
乱
．
芦

⑦
ヒ
。
聖
5
℃
」
O
駅
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
六
七
二
年
七
月
二
B
、
ペ
リ
ッ

　
ソ
ン
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
の
教
区
司
祭
か
ら
、
同
市
が
ル
イ
～
四
世
の
下
に
留
ま
る

　
こ
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
願
い
で
あ
る
、
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
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暑
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に
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
所
蔵

　
さ
れ
て
い
る
こ
の
手
紙
の
全
文
を
記
載
し
て
い
る
。
ス
ピ
ー
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
研

　
究
者
ロ
ヒ
ー
ル
は
こ
の
手
紙
の
存
在
を
知
る
こ
と
な
く
、
一
九
七
四
年
に
亡
く
な

　
っ
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ウ
ィ
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ム
三
世
率
い
る
共

　
和
国
軍
が
六
月
～
五
日
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
に
到
着
し
た
際
、
市
門
は
解
錠
さ
れ
ず
、

　
共
和
国
軍
が
守
備
隊
を
残
さ
ず
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
か
ら
撤
退
し
た
後
の
六
月
二
三
日

　
に
、
市
門
の
鍵
は
フ
ラ
ン
ス
軍
に
手
渡
さ
れ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
参
纂
会
員
で
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革
派
か
つ
オ
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で
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・
マ
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テ
ン
ス
は
、
市
門
閉
鎖
の
理
由

　
と
し
て
、
暴
徒
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
門
傲
慢
さ
」
、
為
政
者
の
「
怠
慢
」
、
そ
し
て
共

　
和
国
軍
に
仕
え
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
略
慰
が
市
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に
知
ら
れ
て
い
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こ
と
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第
四
章
　
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後

第
一
節
　
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
働
き
か
け

宗派閲関係と寛容の機能（安平）

　
一
六
七
三
年
二
月
三
日
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
か
ら
枢
機
卿
ア
ル
テ
ィ
エ
リ
に
向
け
て
以
下
の
よ
う
に
書
き
送
っ
た
。

「
教
会
や
祭
壇
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
が
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
到
来
以
前
よ
り
も
大
き
な
危
険
に
晒
さ
れ
る
の
で
な
い
に
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

〔
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
〕
敬
意
は
な
く
な
り
我
々
の
聖
職
者
は
そ
の
地
下
礼
拝
堂
や
隠
れ
場
へ
以
前
同
様
に
戻
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
。
実
際
、

フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
に
際
し
て
一
～
月
一
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
軍
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
の
問
で
結
ば
れ
た
協
定
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
「
自

由
か
つ
安
全
に
居
住
す
る
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
関
し
て
は
、
門
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
や
ホ
ラ
ン
ト
州
の
他
の
都
市

や
村
に
お
い
て
現
在
実
践
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
方
法
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
」
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
両
派

に
与
え
ら
れ
て
い
た
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
が
破
棄
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
に
黙
認
と
し
て
の
寛
容
の
み
が
付
与
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
が
、
文
面
上
こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
。
公
的
領
域
に
は
、
再
び
改
革
派
の
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
軍
が
撤
退
し
た
翌
日
の
＝
月
二
四
日
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
低
地
地
方
南
部
に
亡
命
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
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ン
市
を
拠
点
に
し
つ
つ
、
同
年
＝
一
月
頃
か
ら
、
共
和
国
で
の
安
全
通
行
証
を
獲
得
す
る
た
め
行
動
を
開
始
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
や
共

和
国
軍
の
高
官
を
含
む
多
く
の
人
物
の
助
け
を
借
り
た
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
～
六
七
四
年
二
月
に
ウ
ィ
レ
ム
三
世
へ
請
願
書
を
提
出
し
た
。

そ
こ
で
彼
は
「
連
合
細
砂
〔
1
1
共
和
国
〕
の
司
教
に
し
て
代
牧
」
と
自
称
し
、
「
連
合
諸
州
内
で
、
自
由
か
つ
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
移
動
し

滞
在
し
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
〔
自
ら
を
〕
陛
下
の
保
護
下
に
お
く
」
こ
と
を
求
め
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
お
け
る
彼
の
振
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

舞
い
へ
の
疑
惑
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
願
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
絶
望
的
な
状
況
下
に
置
か
れ
た
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
で
は
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
、
低
地
地
方
南
部
滞
在
中
に
新
た
に
知
己
を
得
た
仲
介
者
の
助
け
を
借
り
、
徐
々
に
難
局
を
打
開
し
て
い
っ
た
。
中
で
も
、
ウ
ィ
レ
ム
三
世

の
祖
母
ア
マ
ー
リ
ア
・
フ
ァ
ン
・
ゾ
ル
ム
ス
の
仲
介
が
転
機
と
な
っ
た
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
と
ウ
イ
レ
ム
三
世
の
個
人
的
な
面
会
の
機
会
を
創

り
出
す
等
し
た
彼
女
の
尽
力
に
よ
り
、
遂
に
一
六
七
五
年
二
月
七
日
、
連
邦
議
会
は
「
ホ
ル
ク
ム
〔
市
〕
に
生
ま
れ
ク
レ
ー
フ
ェ
公
国
に
住
む
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
：
不
i
ル
カ
ッ
セ
ル
、
カ
ス
ト
リ
ー
の
高
位
聖
職
者
」
に
対
し
て
三
ヶ
月
有
効
な
安
全
通
行
証
を
発
行
し
た
。
そ
の
後
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

初
設
け
ら
れ
て
い
た
安
全
通
行
証
の
有
効
期
限
は
随
時
更
新
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
広
範
な
交
友
関
係
を
活
か
し
た
粘
り
強
い
交
渉
の
結
果
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
連
邦
議
会
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
と
し
て

初
め
て
安
全
通
行
証
を
獲
得
し
た
。
本
稿
で
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
安
全
通
行
証
付
与
を
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
よ

り
、
連
邦
議
会
は
国
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
存
在
を
初
め
て
公
的
に
認
可
し
た
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ

ル
以
前
の
歴
代
代
牧
が
世
俗
当
局
か
ら
訴
追
さ
れ
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
世
俗
当
局
と
代
牧
の
関
係
が
そ
れ
以
前
の
敵
対
関
係
か
ら
保
護
－
被
保
護
関
係
に
移
行
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
そ
れ
で
は
、
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
を
得
た
後
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
の
司
牧
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ー
マ
の
布
教
聖
省
へ
送
ら
れ
た
一
六
七
五
年
八
月
二
八
日
付
け
の
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
の
巡
察
報
告
に
よ
れ
ば
、
今
や
彼
の
司
牧
に
は
連
邦
議

会
に
よ
っ
て
「
よ
り
大
き
な
宗
教
的
弓
由
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
復
活
し
た
布

告
や
法
令
が
厳
格
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
」
た
め
、
説
教
も
礼
拝
も
供
犠
の
儀
式
も
欠
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
状
態
は
「
最
も
悲
惨
」
で
あ
っ
た
。
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宗派問関係と寛容の機能（安平）

「
し
か
し
、
私
の
到
着
が
都
市
〔
ほ
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
〕
中
に
公
表
さ
れ
る
と
、
そ
の
場
の
人
々
の
問
に
大
き
な
喜
び
が
生
じ
た
」
。
そ
う
し
た
中
、

ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
便
宜
を
図
っ
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
成
員
の
と
こ
ろ
を
訪
れ
、
彼
ら
の
面
前
で
、
「
大
勢
の
人
々
の

打
ち
ひ
し
が
れ
た
魂
を
励
ま
し
の
言
葉
で
も
っ
て
元
気
づ
け
、
も
う
一
度
礼
拝
所
を
設
置
し
、
よ
り
多
く
の
供
犠
を
準
備
し
て
悲
し
ん
で
い
る

人
々
を
立
ち
直
ら
せ
る
」
こ
と
を
請
願
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
、
「
人
々
〔
1
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
〕
は
主
に
対
す
る
信
頼
の
た
め
に
、
明
白

な
魂
に
よ
っ
て
司
祭
に
従
い
、
礼
拝
堂
を
開
き
、
〔
他
の
〕
人
々
に
〔
こ
う
し
た
こ
と
を
〕
知
ら
せ
、
神
に
称
賛
の
供
犠
を
捧
げ
、
最
も
崇
高
な

祈
願
を
行
っ
た
」
。
こ
の
信
仰
実
践
に
参
加
し
た
「
四
〇
人
〔
の
カ
ト
リ
ッ
ク
〕
は
こ
の
時
始
め
か
ら
ず
っ
と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
い
か
な
る
妨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

害
も
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
を
怖
が
り
続
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
限
定

的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
に
よ
咳
以
前
よ
り
も
大
き
な
畠
を
得
て
司
牧
活
動
を
行
三
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
や
次
節
で
詳
し
く
見

る
よ
う
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で
は
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
、
復
活
し
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
布
告
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
を
抑
圧
し
て
い
た
が
、

ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
便
宜
を
図
っ
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
成
員
の
面
前
で
大
胆
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
の
再
開
を

要
求
し
、
実
際
に
礼
拝
を
捧
げ
た
。
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
単
に
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
を
受
容
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得

た
自
由
を
活
用
し
、
信
仰
実
践
回
復
の
た
め
能
動
的
に
世
俗
当
周
へ
働
き
か
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

第
㎜
…
節
　
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
の
姿
勢

　
フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
の
時
期
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
六
七
三
年
一
一
月
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
ユ

ト
レ
ヒ
ト
市
の
レ
ヘ
ン
ト
の
息
子
で
あ
る
E
・
ボ
ー
ト
に
よ
れ
ば
一
一
月
九
日
や
＝
二
B
頃
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
ド
ム
の
「
片
付
け
」
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

キ
リ
ス
ト
像
や
装
飾
等
を
持
ち
出
し
た
。
ド
ム
と
い
う
公
的
領
域
を
彩
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
備
品
・
装
飾
は
、
再
び
隠
れ
教
会
へ
と
押
し

込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
一
月
二
三
日
、
遂
に
フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
の
日
が
訪
れ
た
。
こ
の
日
に
起
こ
っ
た
変
化
は
急
激
な
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
早
朝
に
ド
ム
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
最
後
の
ミ
サ
が
執
り
行
わ
れ
た
。
遅
く
と
も
午
前
一
〇
時
ま
で
に
「
フ
ラ
ン
ス
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⑪

人
」
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
内
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
デ
・
ウ
イ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
立
ち
去
る
と
、
「
〔
改
革
派
は
〕
ド

ム
教
会
へ
歩
い
て
行
き
、
そ
こ
で
ド
ア
が
開
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
〕
絵
画
を
傷
つ
け
、
ロ
ー
マ
派
〔
匪
カ
ト
リ
ッ
ク
〕

の
装
飾
の
つ
い
た
祭
壇
を
略
奪
し
た
。
幾
人
か
は
、
炎
が
大
き
く
な
る
ま
で
市
庁
舎
の
前
で
哨
舎
か
ら
火
を
放
ち
、
そ
こ
に
ド
ム
教
会
か
ら
取

っ
て
き
た
マ
リ
ア
の
絵
画
を
投
げ
入
れ
た
」
。
改
革
派
に
よ
る
暴
行
は
ド
ム
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
々
に
ま
で
及
ん
だ
。

「
不
注
意
に
も
自
ら
が
オ
ラ
ニ
エ
公
陛
下
を
悪
く
雷
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
た
幾
人
か
の
ロ
ー
マ
派
信
徒
」
が
改
革
派
の
攻
撃

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
行
為
に
は
反
対
者
が
い
た
よ
う
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
住
居
へ
の
攻
撃
は
す
ぐ
に
阻
止

さ
れ
た
。
午
後
に
な
る
と
、
ド
ム
で
改
革
派
牧
師
に
よ
っ
て
感
謝
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
。
夕
方
、
共
和
国
軍
を
率
い
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
に
入

っ
た
J
・
デ
・
フ
ァ
リ
オ
ー
は
、
「
市
民
の
問
で
暴
動
が
起
こ
っ
た
り
、
敵
の
支
配
が
再
び
復
活
し
た
り
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
、
至
る
所

　
　
　
　
　
　
⑫

に
歩
哨
を
置
い
た
」
。
フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
直
後
か
ら
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
で
は
ウ
ィ
レ
ム
三
世
の
海
市
式
の
準
備
が
始
ま
っ
た
。
ボ
ー
ト
に
よ
れ

ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
入
巻
樽
の
た
め
の
凱
旋
門
建
設
に
際
し
て
非
常
に
熱
心
に
働
い
て
い
た
と
い
う
。
ボ
ー
ト
は
そ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
、
サ
ム
エ
ル
記
下
巻
第
一
九
章
に
お
い
て
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
帰
還
し
た
ダ
ビ
デ
を
迎
え
る
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ド
ム
の
奪
取
は
改
革
派
に
よ
る
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ド
ム
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
記
憶
を
消
去
し
、
改

革
派
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
、
改
革
派
は
共
和
国
体
制
の
復
活
、
更
に
は
改
革
派
の
単
一
宗
派
共
同
体
創
設
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実

化
に
向
け
た
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
歩
は
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
実
に
お
け
る
カ
ト

リ
ッ
ク
へ
の
身
体
的
暴
力
は
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
隠
れ
教
会
へ
逃
避
し
、
「
良
き
市
民
扁
だ
と
見
徹
さ
れ
る

よ
う
振
る
舞
っ
た
。

　
前
節
で
見
た
二
戸
七
五
年
の
巡
察
報
告
で
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
が
伝
え
て
い
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
た
。
巡
察
報
告
が
著
さ
れ
た
前
年
の
～
六
七
四
年
一
～
月
＝
日
の
聖
マ
ー
ル
テ
ン
の
祝
日
、
代
牧

補
佐
ブ
リ
ー
ネ
ン
が
住
む
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
の
旧
遊
へ
ー
ル
テ
教
区
内
の
家
（
隠
れ
教
会
聖
ヘ
ル
ト
ル
ー
デ
ィ
ス
の
所
在
地
）
で
、
三
〇
〇
入
を
超
え
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る
カ
ト
リ
ッ
ク
が
集
ま
る
「
集
会
」
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
一
六
七
五
年
一
月
一
日
、
都
市
裁
判
を
司
る
ス
ハ
ウ
ト
職
に
就
く
J
・

F
・
ラ
イ
シ
ュ
は
彼
ら
を
起
訴
し
、
「
被
告
」
た
ち
は
一
月
一
六
日
に
罰
金
の
減
額
を
求
め
る
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ

の
嘆
願
書
は
件
の
集
会
で
カ
ト
リ
ッ
ク
が
礼
拝
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
っ
さ
り
認
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
嘆
願
書
に
よ
れ
ば
、

集
会
で
の
礼
拝
は
「
あ
ら
ゆ
る
慎
み
と
静
け
さ
の
中
」
で
、
そ
の
時
の
み
な
ら
ず
「
度
々
」
実
践
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
信
仰
実
践
は
、
認
可
料

の
支
払
い
と
い
う
「
条
件
」
の
下
、
「
尊
敬
す
べ
き
閣
下
〔
舞
ス
ハ
ウ
ト
〕
に
よ
る
感
謝
す
べ
き
黙
認
」
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う

　
　
　
⑭

の
で
あ
る
。
従
来
の
布
告
の
刷
新
あ
る
い
は
新
し
い
布
告
の
発
布
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
今
回
の
突
然
の
検
挙
に
戸

惑
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
昼
間
の
信
仰
実
践
が
物
議
を
醸
す
の
で
あ
れ
ば
、
礼
拝
の
時
間
帯
を
「
日
が
昇
る
前
の
早
朝
に
」
移
動
さ

せ
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
、
と
い
う
。
ま
た
嘆
願
書
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
こ
れ
ま
で
世
俗
当
局
に
従
順
で
あ
り
続
け
、
「
自
ら
の
財
産

や
血
を
祖
国
や
特
に
こ
の
都
市
の
た
め
に
賭
け
」
て
き
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
他
の
者
と
共
に
信
頼
さ
れ
た
住
民
と
し
て
、

こ
の
都
市
、
そ
し
て
彼
ら
の
愛
す
る
祖
国
を
敵
国
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
か
ら
速
や
か
に
解
放
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
占
領
に
よ

っ
て
、
彼
ら
は
経
済
的
に
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
。
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
宗
派
の
別
を
問
わ
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
貧
民
を
救

済
し
て
き
た
、
都
市
救
貧
院
が
＝
ハ
七
四
年
に
解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
自
宗
派
の
貧
民
の
世
話
と
い
う
経
済
的
負
担
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

担
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
嘆
願
書
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
額
の
罰
金
と
い
う
「
困
難
か
ら
解
放
さ
れ
、
信
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
れ
た
市
民
そ
し
て
住
民
と
し
て
考
え
ら
れ
、
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
黙
認
と
し
て
の
寛

容
の
付
与
及
び
撤
回
に
受
動
的
に
翻
弄
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
既
得
権
を
守
る
た
め
世
俗
当
局
に
対
し
て
、
被
告
と
い
う
立
場
に
お
い

て
可
能
な
限
り
能
動
的
に
自
ら
の
主
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た
直
後
、
＝
ハ
七
五
年
～
月
二
九
日
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
に
関
し
て
新
し
い
布
告

を
発
布
し
た
。
こ
の
布
告
（
以
下
、
七
五
年
布
告
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
の
＝
ハ
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実

践
に
関
し
て
新
た
に
発
布
さ
れ
た
唯
一
の
布
告
で
あ
る
。
時
期
か
ら
し
て
恐
ら
く
、
七
五
年
布
告
は
先
の
嘆
願
書
へ
の
一
種
の
回
答
と
し
て
考
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え
ら
れ
よ
う
。
七
五
年
布
告
で
は
、
「
ロ
ー
マ
派
信
徒
の
住
民
が
、
こ
の
州
の
都
市
〔
勤
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
〕
や
諸
都
市
そ
し
て
農
村
部
に
お
い
て
、

彼
ら
の
家
で
頻
繁
に
集
会
や
会
合
を
大
胆
に
も
開
い
て
お
り
、
そ
こ
で
彼
ら
の
信
仰
を
十
分
に
公
的
に
実
践
し
て
い
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
こ
れ
ま
で
「
折
に
ふ
れ
て
定
め
ら
れ
て
き
た
布
告
に
直
接
的
に
相
反
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
七
五
年
布
告
に
よ

れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
派
信
徒
へ
与
え
ら
れ
た
礼
拝
の
自
由
な
実
践
認
可
」
の
た
め
に
、
従
来
の
布
告
が

効
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
口
実
に
そ
う
し
た
行
為
に
及
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
は
従
来
の
布
告
が
今
後

も
効
力
を
持
ち
続
け
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
特
に
具
体
的
な
解
決
策
を
示
す
こ
と
な
く
、
従
来
の
布
告
に
定
め
ら
れ
た
罰
則
を
厳
格
に
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
を
付
与
さ
れ
た
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
訪
れ
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
回
復
の
た
め
に
行
動
を
起
こ
す
の
は
こ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嘆
願
書
と
七
五
年
布
告
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
見
解
の
相
違
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
に
整

理
で
き
よ
う
。
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
検
挙
以
前
の
状
況
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。
嘆
願
書
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
行
為
が
従
来
の
布
告
に
反
し

て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
、
黙
認
と
し
て
の
寛
容
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
七
五
年
布
告
は
従
来
の
布
告
の

文
面
上
の
形
式
的
な
厳
格
さ
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
布
告
集
に
残
さ
れ
た
別
の
史
料
か
ら
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
が
反
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

リ
ッ
ク
布
告
施
行
に
お
け
る
「
怠
慢
」
を
確
実
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
一
方
で
改
革
派
教
会
会
議
か
ら
の

圧
力
を
受
け
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
が
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
布
告
の
発
布
と
い
う
形
で
カ
ト
リ
ッ
ク
抑
圧
の
姿
勢
を
示
し
つ
つ
も
、
他
方
で
実
際

に
取
り
締
ま
り
を
行
う
宮
吏
が
黙
認
と
し
て
の
寛
容
を
恒
常
的
に
実
践
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
第
二
に
注
目
す
べ
き
は
フ

ラ
ン
ス
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
嘆
願
書
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ス
を
「
敵
国
」
と
捉
え
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
や
「
愛
す
る
祖
国
」
の
奪
還
に

尽
力
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
た
が
、
七
五
年
布
告
は
彼
ら
が
、
恐
ら
く
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、

フ
ラ
ン
ス
軍
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
礼
拝
の
自
由
な
実
践
認
可
」
で
も
っ
て
自
己
正
当
化
を
図
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
言
及
し

て
き
た
よ
う
に
、
岡
時
代
人
の
日
記
や
覚
書
に
お
い
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
愛
国
的
市
民
と
し
て
描
く
言
説
と
、
敵
国
フ
ラ
ン
ス
の
内
通
者
と
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し
て
描
く
言
説
の
双
方
が
見
ら
れ
る
。
様
々
な
言
説
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
正
反
対
の
姿
に
表
象
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
第
三
に
指
摘
す
べ

き
な
の
は
、
件
の
集
会
に
お
け
る
信
仰
実
践
が
持
っ
た
性
格
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。
嘆
願
書
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
慎
み
と
静
け
さ
の
中
」

で
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
信
仰
実
践
は
、
七
五
年
布
告
で
は
「
十
分
に
公
的
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
布
告
に
は
見
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
が
、
七
五
年
布
告
は
、
本
稿
第
一
章
第
一
節
で
私
的
領
域
と
し
て
仮
定
し
た
家
の
中
で
の
信
仰
実
践
を
、
「
十
分
に
公
的
」
だ
と

し
て
禁
止
の
対
象
に
数
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
世
俗
当
局
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
、
公
的
信
仰
実
践
に
異
な
る
定

義
付
け
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
に
、
従
来
の
公
私
区
分
論
を
修
正
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
研
究
者
カ
プ
ラ
ン
ら
は
主
に
家
と
い
う
物
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

空
間
の
中
を
《
私
》
だ
と
し
、
そ
の
残
余
で
あ
る
家
の
外
を
《
公
》
だ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
本
稿
が
見
た
限
り
に
お
い
て
、

ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
人
々
は
《
私
》
を
定
義
し
た
後
に
《
公
》
を
定
義
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
関
心
事
は
「
何
が
公
的
信
仰
実
践

と
見
倣
さ
れ
る
か
」
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
信
仰
実
践
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
慎
み
と
静
け
さ
の
中
」
で
行
わ

れ
る
《
非
公
》
的
な
も
の
だ
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
心
掛
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
《
公
》
が
積
極
的
に
定
義
付
け
ら
れ
た
後
に
、

研
究
者
が
《
私
》
だ
と
見
倣
す
も
の
が
《
非
公
》
と
し
て
消
極
的
に
残
余
と
し
て
立
ち
現
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
隠
れ
教
会
が

実
際
に
家
の
中
に
存
在
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
が
、
家
と
い
う
物
理
的
空
間
の
境
界
線
が
《
公
／
非
公
》
の
境
界
線
と
一
致
す
る
と
見

倣
す
蓋
然
性
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
本
節
で
見
た
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
人
数
の
多
さ
（
こ
の
場
合
は
三
〇
〇
人
超
）
、

そ
れ
に
伴
う
騒
音
、
礼
拝
が
行
わ
れ
る
時
間
帯
（
こ
の
場
合
は
日
中
）
と
い
っ
た
要
因
は
、
世
俗
当
局
や
近
隣
住
民
に
、
家
の
中
で
の
カ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ク
の
信
仰
実
践
を
《
公
》
的
な
も
の
だ
と
見
倣
し
得
る
材
料
を
提
供
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
は
、
信
仰
実
践
を
巡
る
両
派
の
闘
争
の
一

因
は
、
物
理
的
空
間
と
し
て
の
家
の
境
界
線
と
、
当
事
者
た
ち
が
思
い
描
く
観
念
的
な
《
公
／
非
公
》
の
境
界
線
と
の
不
一
致
に
あ
っ
た
、
と

主
張
す
る
。
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第
三
節
　
小
括
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
再
編

　
共
和
国
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
の
戦
争
は
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
か
ら
撤
退
し
た
後
も
続
い
て
い
た
が
、
和
平
交
渉
は
一
六
七
五
－
七
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑫

に
ネ
イ
メ
ー
ヘ
ン
市
で
行
わ
れ
た
。
共
和
国
内
外
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
皇
帝
や
ス
ペ
イ
ン
に
働
き
か
け
、
こ
の
和
約
に
お
い
て
共
和
国
の
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

リ
ッ
ク
の
法
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
が
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
、
ユ
ト
レ
と
ト
で
は
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
は
廃
止
さ
れ
、
黙
認
と
し
て
の
寛
容
が
復
活
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

公
的
領
域
に
は
再
び
改
革
派
の
単
一
宗
派
共
同
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
逆
境
の
中
、
粘
り
強
い
交
渉
の
果
て
に
付
与
さ
れ
た
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
の
た
め
に
、
以
前
よ
り
も
自
由
に
司

牧
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
ネ
ー
ル
カ
ッ
セ
ル
は
、
世
俗
当
局
と
の
友
好
関
係
を
挺
子
に
し
て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
積
極
的
に

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
の
再
建
を
図
っ
た
。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
も
、
自
ら
の
既
得
権
を
守
る
た
め
、
隠
れ
教
会
を
検
挙
し
た
世
俗
当
局

に
対
し
て
、
公
的
信
仰
実
践
に
関
す
る
自
ら
の
見
解
を
示
し
な
が
ら
抑
圧
の
不
当
性
を
主
張
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
、
家
の

中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
改
革
派
に
受
動
的
に
服
従
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
《
公
》
を
自
ら
定
義
付
け
な
が

ら
、
信
仰
実
践
の
機
会
を
能
動
的
に
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
改
革
派
は
公
的
信
仰
実
践
の
権
利
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は

良
心
の
自
由
を
既
得
権
と
し
て
保
持
し
て
い
た
。
黙
認
と
し
て
の
寛
容
及
び
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
β
は
、
一
方
で
両
派
の
既
得
権
を
維

持
し
つ
つ
、
他
方
で
両
派
の
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
へ
の
活
路
を
完
全
に
は
閉
ざ
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
寛
容
は
、
公

的
領
域
に
お
け
る
改
革
派
の
優
位
を
再
確
認
し
て
、
宗
派
間
関
係
の
敵
対
性
を
公
的
領
域
か
ら
再
び
隠
蔽
し
つ
つ
も
、
占
領
以
前
と
は
異
な
る

改
革
派
の
単
一
宗
派
共
同
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
し
た
。

①
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》
9
N
ρ
や
お
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②
竃
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霞
Φ
Φ
ω
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箪
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ω
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ミ
き
ミ
心
ミ
、
燭
．
5
S

32　（316）



宗派間関係と寛容の機能（安平）
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空
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ロ
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「
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し
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以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
単
一
宗
派
共
同
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
崩
壊
し
、

フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
に
再
編
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
両
派
の
宗
派
間
関
係
は
、
黙
認
・
限
定
的
認
可
α
／
β
・
市
民
的
調
和
と
い
う
内
容
を
持

ち
、
政
治
的
次
元
に
お
い
て
実
践
形
態
を
と
る
様
々
な
寛
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
黙
認
と
し
て
の
寛
容
及
び
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容

α
／
β
は
、
一
方
で
両
派
の
既
得
権
を
維
持
し
つ
つ
、
他
方
で
両
派
の
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
化
へ
の
活
路
を
完
全
に
は
閉
ざ
さ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
黙
認
と
し
て
の
寛
容
、
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
／
β
及
び
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
は
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
に
お

い
て
さ
え
、
改
革
派
優
位
の
体
制
を
根
本
的
に
は
変
化
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
二
律
背
反
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
願
望
す
る
両
派
の
間
の
敵

対
性
は
、
そ
れ
ら
の
寛
容
に
よ
っ
て
は
消
滅
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
黙
認
と
し
て
の
寛
容
及
び
限
定
的
認
可
と
し
て
の
寛
容
α
／
β
は
、

《
公
／
非
公
》
区
分
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
編
成
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
、
時
に
破
壊
す
る
こ
と
で
、
宗
派
問
関
係
の
敵
対
性
の
現
れ
る
形
態
・

場
所
・
蒔
聞
を
規
制
し
、
市
民
的
調
和
と
し
て
の
寛
容
は
敵
対
性
の
過
度
な
噴
出
を
抑
制
し
た
。

　
今
一
度
先
行
研
究
に
立
ち
返
れ
ば
、
カ
プ
ラ
ン
は
、
「
私
秘
性
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
重
視
し
つ
つ
、
寛
容
被
付
与
者
が
寛
容
付
与
者
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
領
域
の
独
占
体
制
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
慎
む
こ
と
で
、
公
私
区
分
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
維
持
に
貢
献
し
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
た
。
ま
た
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ル
ク
ラ
ツ
は
、
フ
ラ
ン
ス
撤
退
後
、
人
々
が
信
仰
を
私
的
領
域
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
公
的
領
域
に
平
和
が
訪
れ
た
、
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

に
対
し
て
本
稿
は
以
下
の
三
点
を
主
張
す
る
。
第
一
に
、
寛
容
被
付
与
者
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
的
領
域
の
領
有
や
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現

実
化
と
い
う
願
望
を
捨
て
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
積
極
的
に
定
義
付
け
ら
れ
た
の
は
《
私
》
で
は
な
く
《
公
》
で
あ
り
、
フ
ラ
ン

ス
撤
退
後
に
お
い
て
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
上
で
構
成
さ
れ
た
《
公
／
非
公
》
の
境
界
線
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
カ
ト
リ
ッ

ク
は
《
公
》
を
自
ら
定
義
付
け
、
改
革
派
と
交
渉
し
な
が
ら
、
《
非
公
》
的
と
見
倣
さ
れ
得
る
よ
う
な
信
仰
実
践
の
機
会
を
時
に
能
動
的
に
作

り
出
し
て
い
た
こ
と
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
本
稿
は
、
従
来
の
公
私
区
分
論
を
修
正
し
得
る
可
能
性
を
提
示
し
た
。
更
に
ロ



宗派聞関係と寛容の機能（安平）

ヒ
ー
ル
は
、
超
宗
派
的
国
民
統
合
と
い
う
国
民
史
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
は
何
の
意
味
も
持
た
な
か
っ
た
、
と
断
罪
し
て
い

③た
。
し
か
し
、
国
際
的
な
政
治
的
変
動
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
、
多
様
な
種
類
の
寛
容
が
両
派
の
宗
派
問
関
係
を
そ
の
都
度
規
定
し
直
し
、
《
公

／
非
公
》
区
分
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
編
成
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
の
＝
ハ
七
〇
年
代
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
そ
し
て
共
和
国
の
そ
の
後
の
歴
史
に
お

け
る
両
派
の
共
存
の
あ
り
方
を
基
礎
づ
け
た
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
世
俗
的
か
つ
一
元
的
な
国
民
国
家
へ
と
向
か
う
近
代
化
は
見
ら
れ
な
い
。

一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
は
、
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
宗
派
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
や
そ
れ
に
基
づ
く
宗
派
聞
関
係
の
敵
対
性
を
消

去
す
る
こ
と
な
く
、
《
公
》
を
独
自
に
定
義
付
け
合
い
、
信
仰
実
践
を
巡
っ
て
闘
争
と
交
渉
を
続
け
な
が
ら
何
と
か
共
存
を
実
現
し
て
い
た
、

宗
教
的
か
つ
多
元
的
な
社
会
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
本
稿
で
示
さ
れ
た
寛
容
の
語
の
定
義
区
分
や
機
能
に
着
目
す
る
方
法
論
、
そ
し
て
宗
派
間
関
係
と
《
公
／
非
公
》
区
分
に
関
す
る

結
論
の
妥
当
性
が
検
証
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
筆
者
自
身
は
、
引
き
続
き
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
対
象
に
し
つ
つ
、
扱
う
時
期
を
広
げ
て
、
こ
う

し
た
課
題
に
応
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
特
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
い
ま
だ
に
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
対
仏
四
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

戦
争
期
の
中
で
も
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
全
般
的
危
機
」
と
も
称
さ
れ
る
一
六
八
○
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
の
中
に
、
ユ
ト
レ

ヒ
ト
の
両
派
を
位
置
づ
け
る
作
業
は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
は
寛
容
に
関
す
る
一
事
例
研
究
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
研
究
の
積
み

重
ね
の
み
が
、
「
は
じ
め
に
」
で
見
た
よ
う
な
目
的
論
や
本
質
主
義
に
基
づ
く
近
代
歴
史
学
の
大
き
な
物
語
そ
れ
自
体
を
問
い
直
し
て
い
く
こ

と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
囚
畳
碧
、
コ
＆
8
ω
。
h
勺
旨
鋤
2
．
も
．
｝
8
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　乞
Φ
①
「
B
ω
切
色
①
質
冨
脅
く
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①
匿
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．
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．
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②
閃
9
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暫
㌦
寄
チ
興
閃
器
9
び
、
も
や
器
甲
㎝
ω
G
。
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④
西
規
「
長
期
の
宗
教
改
革
運
動
扁
。

　
③
幻
。
ぴ
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醇
’
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唱
ミ
N
ぎ
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ぎ
ミ
ミ
駐
ミ
魯
N
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N
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砂
匡
Φ
ヨ
9
噂

【
付
記
】
　
本
稿
は
、
平
成
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
臼
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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　　　Interconfessional　Relations　and　the　Function　of　Toleration：

The　Struggle　for　the　Practice　of　Faith　in　Utrecht　during　the　1670s

by

YASUHIRA　Genji

　　Toleration　is　a　topic　that　has　attracted　significaRt　attention　in　the

humanities．　Previous　historica｝　studies　concerning　toleration　have　justified

the　modern　West　and　the　nation　state　while　overusing　the　term　‘toieration’

without　clarifying　its　actual　meaning　in　describing　the　teieology　of

modernization　and　the　essentialism　of　nationality　based　on　an　analysls　of　the

‘degree’　of　toleration　（how　tolerant　or　intolerant）．　As　a　response　to　this　state

of　the　scholarship，　this　paper　attempts　to　reform　the　existing　understanding

by　strictly　defining　the　term　‘toleration’　and　by　focusing　not　on　the　‘degree’

but　instead　on　the　the　‘fuRction’　of　toleration　（the　influences　of　to！eration　on

the　relationships　6f　those　who　to｝erated　and　those　who　were　tolerated）．

　　As　a　case　study，　this　paper　deals　with　the　Dutch　Republic，　which　has　been

referred　to　as　a　‘paradise　of　toleration’　since　the　early　modern　era，　more

specifically　focusing　on　the　interconfessional　relationship　between　the

Reformed　and　the　Catholic　congregations　in　Utrecht　during　the　1670s．　ln

recent　studies　concerning　toieration　in　the　Dutch　Republic，　the　division　of

the　‘public’　and　the　‘private’　has　attracted　considerab！e　attention．　This　paper

also　tentatively　hypothesizes　that　the　borderline　between　the　‘public’　and　the

‘private’　was　drawn　between　the　inside　and　outside　of　houses．　However，　a

recent　study　regarding　the　French　occupation　in　Utrecht　（1672－73），　provided

only　limited　information　concerning　the　function　of　toleration，　the　behavior

of　the　Catholics，　and　the　process　of　the　reorganization　of　the　public　sphere．

In　order　to　solve　these　problems，　this　paper　focuses　on　the　behavior　of　the

Catholics　in　the　public　sphere　and　examines　the　function　of　toleration　in

practice　in　the　political　dimension．　Through　these　analyses，　this　paper

attempts　to　investigate　the　cause　of　struggle　for　the　practice　of　faith，　and　to

clarify　the　interconfessional　relationship　of　both　congregations　and　the

transition　of　the　public　sphere．

　　Under　the　Dutch　Republic，　the　Reformed　congregation　had　the　freedom　of
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public　practice　of　faith　and　the　Catholics　had　the　freedom　of　conscience　as

their　vested　right．　Cathoiics，　being　deprived　of　the　right　to　practice　their

faith　in　public，　were　relegated　to　keeping　their　faith　in　the　schuilkerh

（clandestine　church），　which　referred　to　chapels　within　houses．　ln　addition，

both　congregations　wished　to　construct　a　homogeneous　confessional

community　as　a　confessionalistic　utopia．　ln　other　words，　in　the　Dutch

Republic，　‘toleration　as　connivance’　divided　the　‘private’　from　the　‘public’，

constructed　a　fictional　confessiona｝sitic　utopia　of　the　Reformed　ehurch　in　the

public　sphere，　and　concealed　the　hostiiity　of　the　interconfessional

relationship　from　the　public　sphere．

　　During　the　French　occupation，　Catholics　demanded　the　implernentation　of

their　coRfessionalistic　utopia．　However，　the　French　army，　which　was　vital　for

realization　of　this　utopia，　transformed　the　actual　situation　iRto　one　that

differed　from　the　utopia　sought　by　the　Catholics．　Contrary　to　the　Catholics’

demand　for　the　exclusive　right　of　the　public　practice　of　their　faitk，　tke

French　arrny　granted　a　‘toleration　as　limited　recognition　（type　a　Y　to　both

congregations．　This　toleration　revealed　the　hostiiity　of　the　interconfessional

re｝ationship　in　the　public　sphere　by　breaking　the　single　congregation’s

monopoly　on　the　public　practice　of　faith，　so　the　fiction　collapsed．　Although

the　secular　authorities　of　Utrecht　requested　that　both　congregatioRs　accept

‘toleration　as　civic　concord’　in　order　to　control　the　hosility　of　the

interconfessional　relationship，　their　effort　had　limited　effect．

　　After　the　French　evacuation，　Utrecht　was　restored　to　the　Dutch　Republic．

‘Toleration　as　Hmited　recognition　（type　a　）’　was　abaRdoned　and　‘toleration　as

coRnivance’　seemed　to　reconstruct　the　fiction　of　a　homogeneous　Reformed

community　in　the　public　sphere　as　before．　However，　an　influential　Catholjc

priest　J．　van　Neercassel　perservered　throughout　the　negotiations　and

acquired　safe　conduct，　which　is　referred　to　as　‘toieration　as　limited

recognitioR　（type　B）’　in　this　paper．　NeercasseL　who　could　serve　more　freely

because　of　this　type　of　toleration，　attempted　to　revive　the　practice　of　the

Catholic　faith　on　the　basis　of　his　amical　relationships　with　the　secular

authorities．　ln　addition，　lay　Catholics　protested　the　injustice　of　the　oppression

of　the　secular　authorities　who　raided　the　schuilkerk　by　speaking　up　for　the

public　practice　of　faith　iR　order　to　defend　their　vested　right．　After　the

French　evacuation，　Catholics　defiBed　£he　‘public’　for　themselves　and　created

opportunities　to　practice　their　faith　actively．　Although　‘toleration　as

connivance’and‘toleratlon　as　limited　recogn三tion（typeβ〉’reco雌rmed出e

advantageous　position　of　the　Reformed　congregation　and　once　again
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concealed　the　the　hostility　of　the　interconfessional　relationship　from　the

public　sphere，　they　constructed　a　fiction　of　a　homogeneous　Reformed

commuRity　that　differed　from　that　before　the　French　occupation．

　　Based　on　the　aforementioned　analyses，　the　followjng　can　be　concluded．　ln

Utrecht　during　the　1670s，　the　fiction　of　a　homogeneous　confessional

community　col｝apsed　during　the　FreRch　occupation　and　was　reorganlzed

after　the　French　evacuation．　Under　these　conditions，　the　interconfessional

relationship　between　the　Reformed　and　the　Catholic　congregation　was

regulated　by　toleration　in　practice　in　the　political　dimension　ln　forms　that

were　either　connivance，　limited　recogRition　（type　a　and　6＞，　or　civic　concord．

In　Utrecht　during　the　167es，　a　religious　and　pluralistic　society　existed　in

which　the　Reformed　and　the　Catholic　congregations　refused　to　abandon　the

desire　for　their　own　confessionalistic　utopia，　maintained　a　hostility　that　was

based　on　their　antonomic　wishes，　and　originally　defiRed　the　‘public’　but

managed　to　coexist　in　struggling　and　negotiating　for　the　practice　of　falth．

　　　　　　　　Legal　Proceedings　under　the　Toyotomi　Regime：

The　Case　of　Villages　in　the　Kinai　Region　and　Surrounding　Provinces

by

TANI　Tetsuya

　　This　article　examines　the　system　of　the　disposition　of　legal　proceedings

during　the　regime　of　Toyotomi　Hideyoshi．　The　reason　for　this　examination　is

that　by　clarifying　how　the　Toyotomi　regime　dealt　with　iegai　proceediBgs，　it

is　possible　to　approach　aR　understanding　of　the　internal　structure　of　the

regime，　which　has　not　previously　been　examined，　and　at　the　same　time　we

will　be　able　to　discern　the　foundation　of　the　legitimacy　of　its　ho’“ №堰@（official

public）　character．　Moreover，　in　making　this　examination，　1　also　bear　in　mind

there　is　an　intimate　relationship　between　political　authority’s　response　in

legal　proceedings　and　warfare，　and　that　in　certain　respects　social　demands

and　customs　regulated　this　response．

　　In　the　first　section，　1　examine　the　response　to　legal　proceeding　in　the

earlier　period　of　the　regime．　ln　legal　proceediRgs　involving　the　immediate

environs　of　1〈yoto，　there　were　many　cases　of　estate　holders　appealing
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